
110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 

 

 

 

 

参 考 資 料 目 次 

 

 １ 給水装置工事主任技術者等の職務  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 ２ 給水装置の構造及び材質についての関係法令 ・・・・・・・・・・・・・１０ 

３ 第三者認証マーク証及び日本水道協会検査部検査印証 ・・・・・・・・・２０ 

 ４ ポリエチレンスリーブの施工について ・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

 ５ ウエストン公式流量図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

 ６ ヘーゼンウィリアムス流量表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

 ７ 水理計算例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

８ 直結増圧式給水における水理計算例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・４６ 

９－１ 給水装置における更生工事の取扱いについて ・・・・・・・・・・・５２ 

９－２ 給水装置の更生工事施行に係る事前調査結果報告書 ・・・・・・・・５５ 

 ９－３ 更生工事施行計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７ 

９－４ 受水槽以下設備を給水装置に切替える場合の手続きについて ・・・・５９ 

１０ 特殊集団住宅における受水タンク以下の装置の設置基準 ・・・・・・・・６２ 

１１ 消防法施行令及び消防法施行規則の改正に伴う特定施設水道連結型スプリン 

クラー設備の運用について（厚生労働省健康局水道課長通知）・・・・・・ ６５ 

１２ 寄附申込書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１ 

１３ 土地占用・使用承諾書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３ 

１４ 帳票類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４ 

１５ 給水装置工事申請のながれ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０２  

１６ 附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０３ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

１ 給水装置工事主任技術者等の職務 

 （１）給水装置工事主任技術者の役割 

 

 給水装置工事を適正に施行するためには、給水装置工事についての十分な知識及

び技能をもって事業活動の本拠である事業所に配置され、調査、計画、施工、検査

の一連の業務からなる工事全体の管理や、給水装置工事の工事従事者に対する指導

監督が十分行われる体制が整備されていることが必要である。 

 

＜解 説＞ 

 (１)給水装置工事主任技術者（以下「主任技術者」という。）は、調査段階から検査

段階に至るそれぞれの段階に応じて、給水装置工事を適正に施行するための技術の

要としての役割を十分に果たさなければならない。 

 (２)主任技術者は、構造・材質基準に適合し、かつ、施主が望む給水装置工事を完成

させるために、工事現場の状況、工事内容に応じて必要となる工種及びその技術的

な難易度、関係行政機関等との間の調整と手続きなどを熟知していなければならな

い。 

 (３)主任技術者は、配管工など、給水装置工事に従事する従業員等に対して施行する

給水装置工事に関する技術的な指導監督を十分に行うとともに、それらの関係者間

のチームワークと相互信頼関係の要とならなければならない。 

 

  （２）主任技術者に求められる知識と技能 

 

  主任技術者に求められる知識と技能は、現場の事前調査、施工計画の策定、施

工段階の工程管理、品質管理、工事のしゅん工検査などの各段階において必要とな

る技術的な知識、技能はもとより、供給規程に基づき水道事業者が定めている工事

着手に至るまでの手続きや、工事後のしゅん工検査受検等の手続きを確実に実施す

るために必要な知識、技能など多岐にわたる。したがって、新技術、新材料に関す

る知識や、関係法令や条例等の制定、改廃についての知識を不断に修得するための

努力を行うことが求められる。 

 

＜解 説＞ 

給水装置工事は、工事の内容が人の健康や安全に直結した給水装置の設置又は変

更の工事であることから、給水装置工事の設計や施工が不良であれば、その給水装

置によって水の供給を受ける利用者のみならず、水道事業者の配水管への汚水の逆
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流の発生などにより公衆衛生上大きな被害を生じさせるおそれもあるので、十分な

注意を要する工事である。 

さらに、給水装置工事は、布設される給水管や弁類などが地中や壁中に隠れてし

まうので、施工の不良を発見することも、それが発見された場合の修繕も容易では

ないという特殊性がある工事である。そのため、主任技術者は、常に、水道が国民

の健康・安全の確保に欠くことができないものであるという基本認識を忘れずに業

務に携わることが必要であり、給水装置の構造・材質基準や給水装置工事技術など

についての専門的な知識と経験を有していることが求められる。 

   また、給水装置工事は、現場ごとに施主から目標品質が定められる「受注生産」

であり、かつ、「現場施工」であること等の建設工事としての特殊性もあり、個々

の現場の状況や必要となる工種に応じた工事計画の立案や品質管理などを適切に

行わなければならない。 

   このようなことから、主任技術者には、調査段階から検査段階に至るまでのそれ

ぞれの段階に応じて、次のような職務を確実に実施できるよう、様々な専門的な知

識及び技能が求められる。 

１ 調査段階 

 （１）事前調査 

     給水装置工事の現場について十分な事前調査を行い、現場の状況に応じて適

正な施工計画等を策定し、工事の難易度にあわせて熟練した配管工を配置・指

導し、工程管理・品質管理・安全管理などを確実に行わなければならない。 

     そのため、地形、地質はもとより既存の地下埋設物の状況等について事前調

査を十分に行い、それによって得られた情報を給水装置工事の施行に確実に反

映させなければならない。 

     また、必要となる官公署等の手続きを漏れなく確実に行うことができるよう

に、関係の水道事業者の供給規程のほか、関係法令等を調査し、水道法に基づ

く給水装置の構造・材質基準に定められた油類の浸透防止、酸・アルカリに対

する防食、凍結防止などの工事の必要性の有無を調べることも必要となる。 

 （２）水道事業者等との調整 

     水道事業者は、水道法第１４条に基づき、給水条例等の供給規程を定めてい

る。 

     供給規程には給水区域内の需要者が行う給水契約の申込みの手続きなどが

定められている。 

     給水装置工事を施行しようとするときは、水道事業者との間で、供給規程及

びそれに基づいて定められている細則などにより、給水装置工事の施行の内容、

計画等について、あらかじめ打ち合わせることが必要である。 

     また、道路下の配管工事については、工事の期間、時間帯、工事方法などに
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ついて、あらかじめ水道事業者や道路管理者などの承認や指示を受けることが

必要である。 

 

 ２ 計画段階 

 （１）給水装置、機材の選定 

     給水装置工事を適正に施行するためには、構造・材質基準に定められた性能

基準に適合した給水管や給水用具を使用することが必須である。 

     主任技術者は、給水装置の構造・材質基準を熟知し、基準に適合しているこ

とが確認できる給水管や給水用具の中から、現場の状況に合ったものを選択し

なければならない。 

     現場によっては、施主等から、工事に使用する給水管や給水用具を指示され

る場合があるが、それらが基準に適合しないものであれば、使用できない理由

を明確にして施主等と協議調整しなければならない。 

     水道事業者の施設である配水管に給水管を接続する工事について水道事業

者による使用機材・工法の指示がある場合は、それに従わなければならない。 

     また、水道事業者は、地震により被災した場合の応急復旧を迅速に行うこと

などを目的として、供給規程等において道路下の部分の給水管や給水用具を指

定していることがあり、そのような場合には、指定された製品を用いなければ

ならない。 

 （２）工事方法の決定 

     給水装置工事は、給水管や給水用具からの汚水の吸引や逆流、外部からの圧

力による破壊、酸・アルカリによる侵食や電食、凍結などが生ずることがない

ように、構造・材質基準に定められた給水システムに係る基準を必ず満足する

ように行わなければならない。 

     例えば弁類や継手、給水管の末端に設ける給水用具の中には、現場の条件に

よっては使用に適さないものもあるので、それぞれの使用や性能、施工上の留

意事項を熟知したうえで給水装置工事に用いなければならない。 

 （３）必要な機械器具の手配 

     給水装置工事には、配水管と給水管の接合、管の切断・接合、給水用具の給

水管への取付けなどの様々な工種がある。 

     また、使用する材料にも金属製品や樹脂製品など様々なものがあり、さらに

金属や樹脂も、その種類によって施工方法は一様ではない。 

     そのため、工種や使用材料に応じた適正な機械器具を判断し、施工計画の立

案に反映し、現場の施工に用いることができるように手配等を行わなければな

らない。 

 （４）施工計画、施工図の作成 
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     給水装置工事は、建築物の建築の工程と調整しつつ行うことになるため、事

前調査の際に得られた情報などに基づき、給水装置工事を無駄や無理のない段

取りによって施工しなければならない。また、工事の品質を確保するうえで必

要な給水装置工事の工程に制約が生じるようであれば、それを建築工程に反映

するように協議調整しなければならない。 

     なお、給水装置工事を予定の期間内で迅速かつ確実に行うため、現場作業に

かかる前にあらかじめ詳細な施工計画、施工図を作成しておき、工事従事者に

周知徹底しておくことなどの措置を講じなければならない。 

３ 施工段階 

 （１）工事従事者に対する技術上の指導監督 

     給水装置工事は、様々な単位工程の組み合わせであり、それらの単位工程の

中には難度の高い熟練した技術力を必要とするものも多い。 

     そのため、主任技術者は、施工する工種と現場の状況に応じて、工事品質を

確保するために必要な能力を有する配管工などの配置計画をたてるとともに、

それぞれの工事従事者の役割分担と責任範囲を明確にしておき、品質目標に適

合した工事が行われるよう、随時工事従事者に対する適切な技術的指導を行わ

なければならない。 

     特に、配水管と給水管の接続工事や道路下の配管工事において、適正な工事

が行われなかった場合には、水道施設の損傷、汚水の流入による広範囲にわた

る水質汚染事故の発生、また、公道部分における漏水で道路の陥没などの事故

を生じさせることがあるので、十分な知識と熟練した技能を有する者に工事を

行わせるか、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させるよう

にしなければならない。 

 （２）工程管理、品質管理、安全管理 

     施工段階における工程管理、品質管理は主任技術者が職務として行う給水装

置工事の技術上の管理のうち、根幹的なものである。 

     主任技術者は、調査段階、計画段階に得られた情報に基づき、また、計画段

階で関係者と調整して作成した施工計画に基づき、最適な工事工程を定めそれ

を管理しなければならない。 

     給水装置工事の品質管理は、工事の施主に対して、あらかじめ契約書などで

約束している給水装置を提供するために必要不可欠なものである。 

     主任技術者は、職務として、給水装置の構造及び材質が基準に適合している

ことの確認を行わなければならない。そのためには、しゅん工時の検査の実施

のみならず、自ら、又は信頼できる現場の工事従事者に指示することにより、

工程ごとの工事品質の確認を励行しなければならない。 

     工事の実施にあたっては、例えば、①配水管の穿孔を慎重に行って破損しな
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いようにすること、②給水管の管端から土砂が入らないようにすること、③樹

脂管接続箇所の接水部分に接着剤が付着しないようにすること等、水の汚染や

漏水が生じることがないように工事の品質管理を行わなければならない。 

     工事を施行する上で、安全管理も重要な職務である。安全管理は、工事従事

者の安全の確保と、工事の施行に伴う公衆に対する安全の確保がある。後者の

うち、特に道路下の配管工事については、道路工事を伴うことから通行者の安

全の確保及びガス管や電線、電話線などの保安について万全を期す必要がある。 

 （３）工事従事者の健康の管理 

     水道は、人の飲用に適する水を供給するものであり、水道事業者は、浄水施

設における消毒や職員の健康診断の実施など、水の衛生の確保には十分に注意

を払いつつ供給している。 

     給水装置は、水道事業者の配水管に直結して設けられるものであり、給水装

置を流れる水は配水管の中の水と一体のものである。また、主配管から分岐し

て便所に給水する部分の給水装置であっても、その中を流れる水は台所から供

給される水と一体のものである。 

     したがって、給水装置工事の施行にあたっては、どのような給水装置の工事

であっても、水を汚染しないように十分注意しなければならない。 

     そのため、主任技術者は、工事従事者の健康状況にも注意し、病原体がし尿

に排泄される赤痢等の保菌者が給水装置工事に従事することにより水が汚染

されるといった事態が生じないように管理しなければならない。 

４ 検査段階 

 （１）工事のしゅん工検査 

     主任技術者は自ら、又はその責任の下に信頼できる現場の工事従事者に指示

することにより、適正なしゅん工検査を確実に実施しなければならない。 

     しゅん工検査とは、新設、改造、撤去、修繕等の工事を行った給水装置が、

構造・材質基準に適合していることの確認など、施主に工事を引き渡すための

最終的な工事品質確認である。 

     給水装置工事事業は、施主の信頼を確保できてこそ業務を発展させられるも

のであり、適正なしゅん工検査の実施は、そのためにも重要な工程である。 

 （２）水道事業者が行う検査の際の立会い 

     水道事業者は、水道法に基づき、日の出後日没前に限り、その職員をして、

当該水道によって水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を

検査させることができる。 

     その際、水道事業者は、検査を行う給水装置について給水装置工事を施行し

た工事事業者に対し、その工事を施行した主任技術者を検査に立ち会わせるこ

とを求めることができる。 
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 （３）基準適合品の使用等 

 

  主任技術者は、給水装置工事を施行したあとの給水装置が構造・材質基準に適

合するように技術上の管理を行わなければならない。この職務を果たすためには、

構造・材質基準に適合した給水管や給水用具を用いなければならない。また、工事

の種別や使用材料に適した機械器具などを用いて給水装置工事を行わなければなら

ない。 

 

＜解 説＞ 

 １ 平成９年３月の水道法施行令改正等により、水道法第１６条に基づく給水装置の

構造・材質基準が明確化、性能基準化された。 

   この改正に伴い、給水装置に用いる給水管や給水用具の製造者は、自ら製造過程

の品質管理や製品検査を適正に行い、構造・材質基準に適合する製品であることを

自ら認証（自己認証）することが基本となった。 

   したがって、主任技術者は、給水装置工事に使用する製品について、その製品の

製造者に対して構造・材質基準に適合していることが判断できる資料の提出を求め

ることなどにより、基準に適合している製品を使用しなければならない。 

   なお、給水装置に用いる製品の構造・材質基準適合性を認証することを業務とす

る第三者認証機関によって、その認証済マークが表示されている製品もある。 

 ２ 主任技術者は、工事事業者が行う給水装置工事の技術の要であり、工事した給水

装置が構造・材質基準に適合するようにするために、工事の技術上の管理や基準適

合性の確認などの職務を誠実に行わなければならないことが水道法に定められて

いる。 

   したがって、主任技術者は、給水装置の構造・材質基準を熟知し、工事に使用す

る給水管や給水用具が基準に適合しているものであること、工事の実施方法が基準

に適合した給水装置とするうえで適正なものであることの技術的な判断を行わな

ければならない。 

   その際、仮に施主が使用を希望する給水用具であっても基準に適合していないも

のであれば、それを使用できないことについて施主に説明して理解を得なければな

らない。 

   基準適合性が不明である場合には、厚生労働省告示に定められている試験方法に

よる試験を行うことができる試験所や第三者認証機関などに製品試験を依頼する

ことなどにより、科学的な判断を行わなければならない。 

 ３ 給水装置工事には、配水管と給水管の接合、管の切断・接合、給水用具の給水管

への取付けなどの様々な工種がある。また、使用する材料にも金属製品や樹脂製品
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など様々なものがある。さらに金属や樹脂も、その種類によって施工方法は一様で

はない。 

   したがって、主任技術者は、工種や使用材料に応じた適正な機械器具の種類を判

断し、施工計画に反映するとともに、現場の施工に用いることができるように手配

等を行わなければならない。 

 

 （４）工事事業者による主任技術者の支援 

 

工事事業者は、主任技術者が職務を誠実に行うことができるように、その支援を

行うとともに職務遂行上支障を生じさせないようにしなければならない。 

 

＜解 説＞ 

    給水装置工事を適正に施行し、水道法に基づく構造・材質基準に適合した給水

装置を施主に提供するためには、工事事業者は給水装置工事の現場ごとに指名し

た主任技術者がその職務を十分に遂行できるようにしなければならない。 

    例えば、主任技術者が資料に基づいて構造・材質基準に適合していないことを

指摘している給水用具について、工事事業者が経営上の観点からその使用を強制

するというようなことがあれば、主任技術者はその現場の給水装置を構造・材質

基準に適合させるようにすることが不可能になる。 

    同様に、給水装置工事に従事する職員や、使用する機械器具についても、工事

事業者は主任技術者の職務が円滑に遂行できるように支援しなければならない。

一方、主任技術者は常に技術の研鑚に努めることなどによって、現場の実情等の

技術的情報を工事事業者に十分伝える必要がある。 

 

 （５）給水装置工事記録の保存 

 

 工事事業者は、事業運営の基準に従い、施行した給水装置工事に係る記録を整理

し保存しなければならない。主任技術者は、この記録を適正に整備する職務を果た

すべき者である。 

 

＜解 説＞ 

  １ 工事事業者は、施行した給水装置工事の施主の氏名又は名称、施工場所、施工

年月日、その工事の技術上の管理を行った主任技術者の氏名、しゅん工図、使用

した材料のリストと数量、工程ごとの構造・材質基準への適合性確認の方法及び

その結果、しゅん工検査の結果についての記録を整備し、３年間保存しなければ

ならない。 
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    この記録については特に様式が定められているものではない。したがって、水

道事業者に給水装置工事の施行を申請したときに用いた申請書に記録として残

すべき事項が記載されていれば、その写しを記録として保存することもできる。

また、電子記録を活用することもできるので、事務の遂行に最も都合がよい方法

で記録を作成して保存すればよい。 

    この記録の作成は、施行した給水装置工事について指名された主任技術者に行

わせることになるが、主任技術者の指導・監督のもとで他の従業員が行ってもよ

い。 

    主任技術者は、上記の事項以外に、個別の給水装置工事ごとに、その調査段階

で得られた技術的情報、施工計画の作成にあたって特に留意した点、配管上特に

工夫したこと、工事を実施した配管工の氏名、工程ごとの構造・材質基準への適

合に関して講じた確認・改善作業の概要などを記録に留めておくことが望ましい。

そのような日常的な努力が技術力の向上につながることとなる。 

  ２ 主任技術者は、給水装置工事を施行する際に生じた技術的な疑問点などについ

ては、それが構造・材質基準に適合させるために解決することが必要な事項では

ないとしてもできるだけ早く確認したうえで、工事の技術力の向上に活用してい

くことが望ましい。 

 

水道法抜粋 

 

（給水装置工事主任技術者） 

第二十五条の四   

３ 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。  

一 給水装置工事に関する技術上の管理  

二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督  

三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基づく政令で

定める基準に適合していることの確認  

四 その他厚生労働省令で定める職務  

４ 給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う

指導に従わなければならない。 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

水道法施行規則抜粋 

 

（給水装置工事主任技術者の職務）  

第二十三条  法第二十五条の四第三項第四号 の厚生労働省令で定める給水装置工

事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関

し、当該水道事業者と次の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。  

一 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水

管の位置の確認に関する連絡調整  

二 第三十六条第一項第二号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件

に関する連絡調整  

三 給水装置工事（第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。）を完了した

旨の連絡 
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２ 給水装置の構造及び材質についての関係法令 

  

（１）水道法抜粋 

 

（給水装置の構造及び材質） 

第１６条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及

び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところに

より、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合さ

せるまでの間その者に対する給水を停止することができる。 

 

 

（２）水道法施行令抜粋 

 

（給水装置の構造及び材質の基準）  

第６条  法第１６条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。  

（１）配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から３０センチメートル以

上離れていること。  

（２）配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に

比し、著しく過大でないこと。  

（３）配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこ

と。  

（４）水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又

は漏れるおそれがないものであること。  

（５）凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。  

（６）当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。  

（７）水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水

装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 

２ 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令

で定める。  
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（３）給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 

制  定 平成 ９年３月１９日   厚 生 省  令  第１４号 

最近改正 平成２４年９月６日 厚生労働省令  第１２３号 
水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）第４条第２項の規定に基づき、給水装置

の構造及び材質の基準に関する省令を次のように定める。 

（耐圧に関する基準）  

第１条  給水装置（最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具を除く。以下

この条において同じ。）は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものでなければなら

ない。  

一  給水装置（次号に規定する加圧装置及び当該加圧装置の下流側に設置されている

給水用具並びに第三号に規定する熱交換器内における浴槽内の水等の加熱用の水路を

除く。）は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験（以下「耐圧性能試験」という。）

により１.７５メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他

の異常を生じないこと。  

二  加圧装置及び当該加圧装置の下流側に設置されている給水用具（次に掲げる要件

を満たす給水用具に設置されているものに限る。）は、耐圧性能試験により当該加圧装

置の最大吐出圧力の静水圧を 1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生

じないこと。 

イ 当該加圧装置を内蔵するものであること。 

ロ 減圧弁が設置されているものであること。 

ハ ロの減圧弁の下流側に当該加圧装置が設置されているものであること。 

ニ 当該加圧装置の下流側に設置されている給水用具についてロの減圧弁を通さない

水との接続がない構造のものであること。 

三  熱交換器内における浴槽内の水等の加熱用の水路（次に掲げる要件を満たすもの

に限る。）については、接合箇所（溶接によるものを除く。）を有せず、耐圧性能試験

により１.７５メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その

他の異常を生じないこと。 

イ 当該熱交換器が給湯及び浴槽内の水等の加熱に兼用する構造のものであること。 

ロ 当該熱交換器の構造として給湯用の水路と浴槽内の水等の加熱用の水路が接触す

るものであること。 

四  パッキンを水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具は、第一

号に掲げる性能を有するとともに、耐圧性能試験により２０キロパスカルの静水圧を

１分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。  

２  給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するためにその構造及び
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材質に応じた適切な接合が行われているものでなければならない。  

３  家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏

水時の修理を容易に行うことができるようにしなければならない。  

（浸出等に関する基準）  

第２条  飲用に供する水を供給する給水装置は、厚生労働大臣が定める浸出に関する

試験（以下「浸出性能試験」という。）により供試品（浸出性能試験に供される器具、

その部品、又はその材料（金属以外のものに限る。）をいう。）について浸出させたと

き、その浸出液は、別表第 1の上欄に掲げる事項につき、水栓その他給水装置の末端

に設置されている給水用具にあっては同表の中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の

給水装置にあっては同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。  

２ 給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であ

ってはならない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、

この限りでない。  

３ 給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又

は取り扱う施設に近接して設置されていてはならない。  

４ 鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水

装置は、当該油類が浸透するおそれのない材質のもの又はさや管等により適切な防護

のための措置が講じられているものでなければならない。  

（水撃限界に関する基準）  

第３条 水栓その他水撃作用（止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激

な変動作用をいう。）を生じるおそれのある給水用具は、厚生労働大臣が定める水撃

限界に関する試験により当該給水用具内の流速を２メートル毎秒又は当該給水用具

内の動水圧を０.１５メガパスカルとする条件において給水用具の止水機構の急閉止

（閉止する動作が自動的に行われる給水用具にあっては、自動閉止）をしたとき、そ

の水撃作用により上昇する圧力が１.５メガパスカル以下である性能を有するもので

なければならない。ただし、当該給水用具の上流側に近接してエアチャンバーその他

の水撃防止器具を設置すること等により適切な水撃防止のための措置が講じられて

いるものにあっては、この限りでない。  

（防食に関する基準）  

第４条 酸又はアルカリによって侵食されるおそれのある場所に設置されている給水

装置は、酸又はアルカリに対する耐食性を有する材質のもの又は防食材で被覆するこ

と等により適切な侵食の防止のための措置が講じられているものでなければならな

い。  

２ 漏えい電流により侵食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、非金

属製の材質のもの又は絶縁材で被覆すること等により適切な電気防食のための措置

が講じられているものでなければならない。  
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（逆流防止に関する基準）  

第５条 水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、次の各号のいず

れかに該当しなければならない。  

一  次に掲げる逆流を防止するための性能を有する給水用具が、水の逆流を防止する

ことができる適切な位置（ニに掲げるものにあっては、水受け容器の越流面の上方１

５０ミリメートル以上の位置）に設置されていること。 

イ 減圧式逆流防止器は、厚生労働大臣が定める逆流防止に関する試験（以下「逆流防

止性能試験」という。）により３キロパスカル及び１.５メガパスカルの静水圧を１分

間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないとともに、厚生労働大臣

が定める負圧破壊に関する試験（以下「負圧破壊性能試験」という。）により流入側

からマイナス５４キロパスカルの圧力を加えたとき、減圧式逆流防止器に接続した透

明管内の水位の上昇が３ミリメートルを超えないこと。 

ロ 逆止弁（減圧式逆流防止器を除く。）及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具（ハ

において「逆流防止給水用具」という。）は、逆流防止性能試験により３キロパスカ

ル及び１.５メガパスカルの静水圧を１分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他

の異常を生じないこと。 

ハ 逆流防止給水用具のうち次の表の第１欄に掲げるものに対するロの規定の適用に

ついては、同欄に掲げる逆流防止給水用具の区分に応じ、同表の第２欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の第３欄に掲げる字句とする。 

逆流防止給水用具の区分 読み替えられる字句 読み替える字句 

（1）減圧弁 １.５メガパスカル 当該減圧弁の設定圧力 

（2）当該逆流防止装置の流出側

に止水機構が設けられておら

ず、かつ、大気に開口されてい

る逆流防止給水用具（（３）及び

（４）に規定するものを除く。） 

３キロパスカル及び

１.５メガパスカル 
３キロパスカル 

（3）浴槽に直結し、かつ、自動

給湯する給湯機及び給湯付きふ

ろがま（（4）に規定するものを

除く。） 

１.５メガパスカル ５０キロパスカル 

（4）浴槽に直結し、かつ、自動

給湯する給湯機及び給湯付きふ

ろがまであって逆流防止装置の

流出側に循環ポンプを有するも

の 

１.５メガパスカル 

当該循環ポンプの最大吐

出圧力又は５０キロパス

カルのいずれかの高い圧

力 
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ニ バキュームブレーカは、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス５４キロパス

カルの圧力を加えたとき、バキュームブレーカに接続した透明管内の水位の上昇が７

５ミリメートルを超えないこと。 

ホ 負圧破壊装置を内部に備えた給水用具は、負圧破壊性能試験により流入側からマイ

ナス５４キロパスカルの圧力を加えたとき、当該給水用具に接続した透明管内の水位

の上昇が、バキュームブレーカを内部に備えた給水用具にあっては逆流防止機能が働

く位置から水受け部の水面までの垂直距離の２分の１、バキュームブレーカ以外の負

圧破壊装置を内部に備えた給水用具にあっては吸気口に接続している管と流入管の

接続部分の最下端又は吸気口の最下端のうちいずれか低い点から水面までの垂直距

離の２分の１を超えないこと。 

ヘ 水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流面と吐水口の間が分

離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具は、負圧破壊性能試験に

より流入側からマイナス５４キロパスカルの圧力を加えたとき、吐水口から水を引き

込まないこと。 

二  吐水口を有する給水装置が、次に掲げる基準に適合すること。 

イ 呼び径が２５ミリメートル以下のものにあっては、別表第２の上欄に掲げる呼び径

の区分に応じ、同表中欄に掲げる近接壁から吐水口の中心までの水平距離及び同表下

欄に掲げる越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が確保されていること。 

ロ 呼び径が２５ミリメートルを超えるものにあっては、別表第３の上欄に掲げる区分

に応じ、同表下欄に掲げる越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が確保されてい

ること。 

２ 事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する給水装置は、前項第二

号に規定する垂直距離及び水平距離を確保し、当該場所の水管その他の設備と当該給

水装置を分離すること等により、適切な逆流の防止のための措置が講じられているも

のでなければならない。  

（耐寒に関する基準）  

第６条 屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれのある場所に設置

されている給水装置のうち減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁（給水用具の

内部に備え付けられているものを除く。以下「弁類」という。）にあっては、厚生労

働大臣が定める耐久に関する試験（以下「耐久性能試験」という。）により１０万回

の開閉操作を繰り返し、かつ、厚生労働大臣が定める耐寒に関する試験（以下「耐寒

性能試験」という。）により零下２０度プラスマイナス２度の温度で１時間保持した

後通水したとき、それ以外の給水装置にあっては、耐寒性能試験により零下２０度プ

ラスマイナス２度の温度で１時間保持した後通水したとき、当該給水装置に係る第１

条第１項に規定する性能、第３条に規定する性能及び前条第１項第一号に規定する性

能を有するものでなければならない。ただし、断熱材で被覆すること等により適切な
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凍結の防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。  

（耐久に関する基準）  

第７条 弁類（前条本文に規定するものを除く。）は、耐久性能試験により１０万回の

開閉操作を繰り返した後、当該給水装置に係る第１条第１項に規定する性能、第３条

に規定する性能及び第５条第１項第一号に規定する性能を有するものでなければな

らない。  

附 則  

この省令は、平成９年１０月１日から施行する。  

附 則 （平成１２年１０月２０日厚生省令第１２７号） 抄  

（施行期日） 

１ この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成１１年法律第８８号）の施行の日

（平成１３年１月６日）から施行する。  

附 則 （平成１４年１０月２９日厚生労働省令第１３８号）  

１ この省令は、平成１５年４月１日から施行する。  

２ この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又

は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による

改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第一項に規定する基準に

適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を

適用しない。  

附 則 （平成１６年１月２６日厚生労働省令第６号）  

（施行期日） 

第１条  この省令は、平成１６年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

第２条  平成１７年３月３１日までの間、この省令による改正後の別表第一有機物

（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）の項中「有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）」とあ

るのは「有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）」と、同項の中欄中「０.５ｍｇ／

L」とあるのは「１.０ｍｇ／L」と、同項の下欄中「５ｍｇ／L」とあるのは「１０ｍ

ｇ／L」とする。  

第３条  パッキンを除く主要部品の材料としてゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を使用

している水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準に

ついては、当分の間、この省令による改正後の別表第一フェノール類の項中「０.００

０５ｍｇ／L」とあるのは「０.００５ｍｇ／L」とする。  

第４条  この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水

装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令

による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第２条第１項に規定する
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基準に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この

規定を適用しない。  

附 則 （平成２１年３月６日厚生労働省令第２７号）  

（施行期日） 

第 1条  この省令は、平成２１年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

第 2条  この省令の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又

は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による

改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第２条第１項に規定する基準に

適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を

適用しない。  

附 則 （平成２２年２月１７日厚生労働省令第１８号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この省令は、平成２２年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

第２条  平成２４年３月３１日までの間、第２条の規定による改正後の給水装置の構

造及び材質の基準に関する省令（次条において「新給水装置省令」という。）別表

第一カドミウム及びその化合物の項の適用については、同項中欄中「０.０００３ｍ

ｇ／L」とあるのは、「０.００１ｍｇ／L」とする。  

附 則 （平成２３年１月２８日厚生労働省令第１１号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この省令は、平成２３年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

第 2条  この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水

装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、第２条

の規定による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第２条第１項に

規定する基準に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときま

では、この規定を適用しない。  

附 則 （平成２４年９月６日厚生労働省令第１２３号）  

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第５条第１項第二号イ及び別表第二

の改正規定は、平成２５年１０月１日から施行する。  
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別表第一 

事  項 

水栓その他給水装置の末端に
設置されている給水用具の浸
出液に係る基準 

給水装置の末端以外に設置
されている給水用具の浸出
液、又は給水管の浸出液に
係る基準 

カドミウム及びその
化合物 

カドミウムの量に関して、
0.0003mg／L 以下であること。 

カドミウムの量に関して、
0.003mg／L 以下であるこ
と。 

水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.00005mg
／L 以下であること。 

水銀の量に関して、
0.0005mg／L 以下であるこ
と。 

セレン及びその化合
物 

セレンの量に関して、0.001mg
／L 以下であること。 

セレンの量に関して、
0.01mg／L 以下であるこ
と。 

鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.001mg／L
以下であること。 

鉛の量に関して、0.01mg／L
以下であること。 

ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.001mg／
L 以下であること。 

ヒ素の量に関して、0.01mg
／L 以下であること。 

六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、
0.005mg／L 以下であること。 

六価クロムの量に関して、
0.05mg／L 以下であるこ
と。 

シアン化物イオン及
び塩化シアン 

シアンの量に関して、0.001mg
／L 以下であること。 

シアンの量に関して、
0.01mg／L 以下であるこ
と。 

硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素 

1.0mg／L以下であること。 10mg／L以下であること。 

フッ素及びその化合
物 

フッ素の量に関して、0.08mg
／L 以下であること。 

フッ素の量に関して、0.8mg
／L 以下であること。 

ホウ素及びその化合
物 

ホウ素の量に関して、0.1mg／
L 以下であること。 

ホウ素の量に関して、1.0mg
／L 以下であること。 

四塩化炭素 0.0002mg／L 以下であること。 0.002mg／L 以下であるこ
と。 

一・四―ジオキサン 0.005mg／L 以下であること。 0.05mg／L 以下であるこ
と。 

一・二―ジクロロエ
タン 

0.0004mg／L 以下であること。 0.004mg／L 以下であるこ
と。 

シス―一・二―ジク
ロロエチレン及びト
ランス―一・二―ジ
クロロエチレン 

0.004mg／L 以下であること。 0.04mg／L 以下であるこ
と。 

ジクロロメタン 0.002mg／L 以下であること。 0.02mg／L 以下であるこ
と。 

テトラクロロエチレ
ン 

0.001mg／L 以下であること。 0.01mg／L 以下であるこ
と。 

トリクロロエチレン 0.001mg／L 以下であること。 0.01mg／L 以下であるこ
と。 

ベンゼン 0.001mg／L 以下であること。 0.01mg／L 以下であるこ
と。 

ホルムアルデヒド 0.008mg／L 以下であること。 0.08mg／L 以下であるこ
と。 

亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、0.1mg／L
以下であること。 

亜鉛の量に関して、1.0mg／
L 以下であること。 



18 

 

アルミニウム及びそ
の化合物 

アルミニウムの量に関して、
0.02mg／L 以下であること。 

アルミニウムの量に関し
て、0.2mg／L 以下であるこ
と。 

鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.03mg／L 以
下であること。 

鉄の量に関して、0.3mg／L
以下であること。 

銅及びその化合物 銅の量に関して、0.1mg／L 以
下であること。 

銅の量に関して、1.0mg／L
以下であること。 

ナトリウム及びその
化合物 

ナトリウムの量に関して、
20mg／L以下であること。 

ナトリウムの量に関して、
200mg／L以下であること。 

マンガン及びその化
合物 

マンガンの量に関して、
0.005mg／L 以下であること。 

マンガンの量に関して、
0.05mg／L 以下であるこ
と。 

塩化物イオン 20mg／L以下であること。 200mg／L以下であること。 
蒸発残留物 50mg／L以下であること。 500mg／L以下であること。 
陰イオン界面活性剤 0.02mg／L 以下であること。 0.2mg／L以下であること。 
非イオン界面活性剤 0.005mg／L 以下であること。 0.02mg／L 以下であるこ

と。 
フェノール類 フェノールの量に換算して、

0.0005mg／L 以下であること。 
フェノールの量に換算し
て、0.005mg／L以下である
こと。 

有機物（全有機炭素
（ＴＯＣ）の量） 

0.5mg／L以下であること。 3mg／L 以下であること。 

味 異常でないこと。 異常でないこと。 
臭気 異常でないこと。 異常でないこと。 
色度 0.5 度以下であること。 5 度以下であること。 
濁度 0.2 度以下であること。 2 度以下であること。 
エピクロロヒドリン 0.01mg／L 以下であること。 0.01mg／L 以下であるこ

と。 
アミン類 トリエチレンテトラミンとし

て、0.01mg／L以下であるこ
と。 

トリエチレンテトラミンと
して、0.01mg／L 以下であ
ること。 

二・四―トルエンジ
アミン 

0.002mg／L 以下であること。 0.002mg／L 以下であるこ
と。 

二・六―トルエンジ
アミン 

0.001mg／L 以下であること。 0.001mg／L 以下であるこ
と。 

酢酸ビニル 0.01mg／L 以下であること。 0.01mg／L 以下であるこ
と。 

スチレン 0.002mg／L 以下であること。 0.002mg／L 以下であるこ
と。 

一・二―ブタジエン 0.001mg／L 以下であること。 0.001mg／L 以下であるこ
と。 

一・三―ブタジエン 0.001mg／L 以下であること。 0.001mg／L 以下であるこ
と。 

備考 
  主要部品の材料として銅合金を使用している水栓その他給水装置の末端に設置
されている給水用具の浸出液に係る基準にあっては、この表鉛及びその化合物の項
中「0.001mg／L」とあるのは「0.007mg／L」と、亜鉛及びその化合物の項中「0.1mg
／L」とあるのは「0.97mg／L」と、銅及びその化合物の項中「0.1mg／L」とあるの
は「0.98mg／L」とする。 

 

 

 



19 

 

別表第二 

呼び径の区分 
近接壁から吐水口の中心

までの水平距離 

越流面から吐水口の最下

端までの垂直距離 

13 ミリメートル以下のも

の 
25 ミリメートル以上 25 ミリメートル以上  

13 ミリメートルを超え 20

ミリメートル以下のもの 
40 ミリメートル以上 40 ミリメートル以上  

20 ミリメートルを超え 25

ミリメートル以下のもの 
50 ミリメートル以上 50 ミリメートル以上  

 

備考 

1 浴槽に給水する給水装置（水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部

の越流面と吐水口の間が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水

用具（この表及び次表において「吐水口一体型給水用具」という。）を除く。）にあっ

ては、この表下欄中「２５ミリメートル」とあり、又は「４０ミリメートル」とある

のは、「５０ミリメートル」とする。 

2 プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入れ

る水槽及び容器に給水する給水装置（吐水口一体型給水用具を除く。）にあっては、

この表下欄中「２５ミリメートル」とあり、「４０ミリメートル」とあり、又は「５

０ミリメートル」とあるのは、「２００ミリメートル」とする。 
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３ 第三者認証マーク証及び日本水道協会検査部検査印証 

（平成２６年４月現在） 

 
 

 

 

 

 
（公社）日本水道協会 

 

 

 

 

 

（一財）日本燃焼器具検査協
 

 

 

 

 

 
 

（一財）電気安全環境研究所 

 

 

 

 

 

（公社）日本水道協会※ 

 

 

 

 

 
 

（一財）日本ガス機器検査協
 

 

 このマークは、第三者認証機関である次の４機関の認証マークとして、製品に求めら

れる「性能基準」（耐圧・浸出・水撃限界・逆流防止・負圧破壊・耐久・耐寒）に適合し

た製品に、表示されます。 

※日本水道協会の特別基準適合品に表示するマーク（基準省令の基準に加え、他の性能基準を付

記した基準に適合していることを示すマーク） 

認 証 機 関 名 住     所 問合せ先 

ＪＷＷＡ 

(公社)日本水道協会 

〒102-0074 

東京都千代田区 

九段南４－８－９ 

03(3264)2281(代) 

認証センター 

ＪＨIＡ 

(一財)日本燃焼器具検査協会 

〒247-0056 

神奈川県鎌倉市大船１７５１ 

0467(45)6277 

検査部 

ＪＥＴ 

(一財)電気安全環境研究所 

〒151-0053 

東京都渋谷区 

代々木５－１４－１２ 

03(3466)5183 

商品認証部 

ＪＩＡ 

(一財)日本ガス機器検査協会 

〒107-0052 

東京都港区赤坂 

１－４－１０ ＪＩＡビル 

03(5570)5990 

認証技術部 
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検 査 証 印 
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４ ポリエチレンスリーブの施工について 

 

（１）ポリエチレンスリーブ法の特長 

ポリエチレンスリーブ法は、防食被膜であるスリーブと管が密着しておらず、非密着性の防食

方法であることが大きな特長である。この方法で金属管を防食する場合、スリーブにより腐食性

土壌と管の直接接触を断つことにより、管の環境の均一化をはかり防食することである。 

さらに、埋設された状態では、管とスリーブの隙間に侵入した地下水の酸素が消費され自由に

移動しないので、防食効果が高い。また、この方法は、管の布設現場で施工するため、防食被膜

の劣化が少なく、埋設前の補修も粘着テープなどを用いれば容易に可能である。 

（２）ポリエチレンスリーブ法の留意点 

この方法はスリーブに若干の傷があっても、その部分の防食効果はさほど損なわれないのが特

長である。施工にあたっては、スリーブと管の隙間に入った地下水が自由に移動することなく、

停滞させる工法を採用することが必要である。 

そこで、ポリエチレンスリーブ法の施工上の留意すべき点を以下に述べる。 

（ア）スリーブ内に侵入した地下水の移動をできるだけ阻止する工法を採用する 

ポリエチレンスリーブを管に固定する場合、地下水の移動を止めるための管１本ごとに少なく

とも２カ所でスリーブを幅５０～７５ｍｍの粘着テープで全周に１回以上巻きつけて管と一体

化し、スリーブと管の隙間の連続性を断つ。 

そのためには、スリーブを管に固定する場合、粘着テープの半面がスリーブに、残りの半面が

管に粘着するようにする。（図－１参照） 

またスリーブ同士を接続する場合でも同様に粘着テープを半面ずつ用いて接続する。 

（図－２参照） 

（イ）スリーブが大きく損傷しない工法を採用する 

ア たとえば、管にスリーブを固定する場合、管直部の折り曲げでできる重ね部分（三重部分）

を、管頂部にくるようにして埋戻し時の土砂の衝撃を避ける。（図－３参照） 

イ ポリエチレンスリーブを被覆した管を移動する場合は、十分注意する。 
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 図－１ スリーブと管の固定方法 

 

 

 

 

 

 
 

 図－２ スリーブ同士の固定方法 
 粘着テープ  

スリーブ①  スリーブ②  

 
 

 図－３ 直部での固定方法 
 

ポリエチレンスリーブ  

粘着テープ  

管  

三重部  
頂  

 

 

ポリエチレンスリーブによって被覆された管路の埋戻しは、スリーブに損傷を与えないように

適当な方法で管頂部を保護するか、または大きな石など含まない埋戻し土などにより行う。もし

施工上及び使用上などにおいて欠陥が生じた場合は、別のスリーブ又はポリエチレンシートを用

いて補修するものとする。 

水分などの影響で、粘着テープの接着力が低下し、スリーブの被覆固定が困難な場合がある。

このような場合、あらかじめ地上でスリーブを管に被覆固定することを原則とする。（管の表面

を清掃した後、粘着テープで固定する。） 

さらにスリーブ被覆後、埋戻し前にスリーブの外からゴムひも、被覆鉄線（２ｍｍ径程度）、

被覆電線（２ｍｍ径程度）などにより管を縛ることは、スリーブ内に入った水の移動を阻止する

うえで有効である。 

粘着テープの半面がスリーブに、残り半

面が管に接着するように固定する。 

スリーブ①とスリーブ②を固定する場

合、粘着テープの半面ずつが①及び②に

接着するように固定する。 

頂部に三重部がくるように固定す

る。 

 ポリエチレンスリーブ  

粘着テープ  
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（３）ポリエチレンスリーブの施工例 

これまで述べた留意点を考慮した、より効果的な施工例を順次図を用いて説明する。 

（ア）直管の施工例 

（１枚のスリーブで直部および継手部を防食する法） 

ア）さし口側からポリエチレンスリーブを管にかぶせる。 

   

 

 

イ）粘着テープを用いて（約１ｍピッチ）管頂部に三重部がくるようにスリーブを固定する。 

 
 

ポリエチレンスリーブ  

粘着テープ  

管  

三重部  
頂  

 

 

ウ）スリーブの受口部、さし口部を粘着テープで固定する。（粘着テープは１ ４
１ 以上巻く。）ス

リーブの両端を中央部に向けてたぐる。 

 
 裏返し  裏返し  

 

エ）管を接合する。 
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オ）一方のスリーブを他方にたぐり寄せてスリーブ端を粘着テープで半面はスリーブに、 

残り半面は管に粘着させて固定する（粘着テープは１ ４
１ 以上巻く。）継手部分のスリ 

ーブは十分にたるませておく。 

 

 

カ）残りのスリーブも同様に十分たるませて粘着テープを用いて固定する。スリーブ同士の

固定は、半面ずつ粘着テープにて接続する。 

 

 

 

（イ）サドル付分水栓部分の施工例 

分岐部分の施工法は、次による。 

 

ア）サドル付分水栓を固定し、枝管を接続した後、ポリエチレンスリーブを切り開き、枝管・サ

ドル付分水栓全体に被せる。 

 
 

約200  

約300  約300  
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イ）枝管部分をポリエチレンスリーブ被覆できるように切断し、枝管、分岐栓およびサドル部

分にスリーブを十分になじませる。 

 
 約200  

約300  約300  

（切断する）  

 

 

 

分岐栓部分のポリエチレンスリーブを粘着テープを用いて固定する。

この場合、締付けボルトや分岐栓の端部などによりスリーブを破らない

ように、十分なたるみを持たせて固定する。 
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この章では、直管や異形管類のポリエチレンスリーブの施工例を図で示したが、小口径、また

はショートボデーの異形管部を被覆する場合、継手用スリーブを若干長くして、これを曲り部分

に使用することもできる。 

さらに、ポリエチレンスリーブを管に固定する場合にも、粘着テープ以外に明示テープやゴム

ひもを用いることも可能である。 

ポリエチレンスリーブを被覆された管を埋戻す場合、継手部の形状によりスリーブに傷をつけ

る可能性があるので、埋戻し前に被覆鉄線（口径２mm 程度）または被覆電線などを用いて継手部

を締付け、スリーブを継手の形状に十分なじませた後に埋戻しを行う方法はより確実である。 

（ウ）ま と め 

ポリエチレンスリーブによる防食法の特長、その性能を十分に発揮させるための留意点および

その施工手順について説明した。 

これらの留意点をまとめると、スリーブと管の隙間に入った地下水の移動を阻止することが重

要で、実際の布設現場では以下のことについて注意して施工する必要がある。 

（１）ポリエチレンスリーブ内に侵入した地下水の移動を粘着テープを少なくとも管 1 本ごとに全

周に巻付けて管と一体化し、隙間の連続性を断つ。 

（２）スリーブが大きく損傷しない工法を採用する。すなわち、直部では管頂部に折り曲げ部をつ

くり、吊り具にも注意をはらい、また継手部ではスリーブに十分なたるみを持たせて継手の形

状になじみやすいように施工する。 
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５ ウエストン公式流量図 
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６ ヘーゼンウイリアムス流量表 

φ75 Ａ＝0.00442 ㎡ 

 Ｒ＝0.01875 ｍ 

φ100 Ａ＝0.00785 ㎡ 

 Ｒ＝0.025   ｍ 

φ150 Ａ＝0.01767 ㎡ 

 Ｒ＝0.0375  ｍ 

Ｉ 

Ｘ

/1000 

Ｃ＝110 Ｉ 

Ｘ

/1000 

Ｃ＝110 Ｉ 

Ｘ

/1000 

Ｃ＝110 

Ｖ 

(ｍ/s) 

Ｑ Ｖ 

(ｍ/s) 

Ｑ Ｖ 

(ｍ/s) 

Ｑ 

(m3/s) (m3/day) (m3/s) (m3/day) (m3/s) (m3/day) 

0.2 0.076 0.00033 28.512 0.2 0.091 0.00071 61.344 0.2 0.118 0.00208 179.712 

0.4 0.111 0.00049 42.336 0.4 0.133 0.00104 89.856 0.4 0.172 0.00303 261.792 

0.6 0.138 0.00060 51.840 0.6 0.166 0.00130 112.320 0.6 0.214 0.00378 326.592 

0.8 0.162 0.00071 61.344 0.8 0.194 0.00152 131.328 0.8 0.251 0.00443 382.752 

1.0 0.183 0.00080 69.120 1.0 0.219 0.00171 147.744 1.0 0.283 0.00500 432.000 

1.2 0.201 0.00088 76.032 1.2 0.242 0.00189 163.296 1.2 0.312 0.00551 476.064 

1.4 0.219 0.00096 82.944 1.4 0.263 0.00206 177.984 1.4 0.339 0.00599 517.536 

1.6 0.235 0.00103 88.992 1.6 0.282 0.00221 190.944 1.6 0.365 0.00644 556.416 

1.8 0.251 0.00110 95.040 1.8 0.301 0.00236 203.904 1.8 0.389 0.00687 593.568 

2.0 0.266 0.00117 101.088 2.0 0.318 0.00249 215.136 2.0 0.411 0.00726 627.264 

2.5 0.300 0.00132 114.048 2.5 0.359 0.00281 242.784 2.5 0.464 0.00819 707.616 

3.0 0.331 0.00146 126.144 3.0 0.397 0.00311 268.704 3.0 0.512 0.00904 781.056 

3.5 0.359 0.00158 136.512 3.5 0.431 0.00338 292.032 3.5 0.557 0.00984 850.176 

4.0 0.386 0.00170 146.880 4.0 0.463 0.00363 313.632 4.0 0.598 0.01056 912.384 

4.5 0.412 0.00182 157.248 4.5 0.494 0.00387 334.368 4.5 0.638 0.01127 973.728 

5.0 0.436 0.00192 165.888 5.0 0.523 0.00410 354.240 5.0 0.675 0.01192 1,029.888 

6.0 0.481 0.00212 183.168 6.0 0.577 0.00452 390.528 6.0 0.745 0.01316 1,137.024 

7.0 0.523 0.00231 199.584 7.0 0.627 0.00492 425.088 7.0 0.809 0.01429 1,234.656 

8.0 0.562 0.00248 214.272 8.0 0.674 0.00529 457.056 8.0 0.870 0.01537 1,327.968 

9.0 0.599 0.00264 228.096 9.0 0.718 0.00563 486.432 9.0 0.927 0.01638 1,415.232 

10.0 0.634 0.00280 241.920 10.0 0.760 0.00596 514.944 10.0 0.982 0.01735 1,499.040 

12.0 0.700 0.00309 266.976 12.0 0.839 0.00658 568.512 12.0 1.083 0.01913 1,652,832 

14.0 0.760 0.00335 289.440 14.0 0.912 0.00715 617.760 14.0 1.177 0.02079 1,796.256 

16.0 0.817 0.00361 311.904 16.0 0.980 0.00769 664.416 16.0 1.265 0.02235 1,931.040 

18.0 0.871 0.00384 331.776 18.0 1.044 0.00819 707.616 18.0 1.348 0.02381 2,057.184 

20.0 0.922 0.00407 351.648 20.0 1.105 0.00867 749.088 20.0 1.427 0.02521 2,178.144 

22.0 0.971 0.00429 370.656 22.0 1.164 0.00913 788.832 22.0 1.503 0.02655 2,293.920 

24.0 1.018 0.00449 387.936 24.0 1.220 0.00957 826.848 24.0 1.575 0.02783 2,404.512 

26.0 1.063 0.00469 405.216 26.0 1.274 0.01000 864.000 26.0 1.645 0.02906 2,510.784 

28.0 1.106 0.00488 421.632 28.0 1.326 0.01040 898.560 28.0 1.712 0.03025 2,613.600 

30.0 1.148 0.00507 438.048 30.0 1.376 0.01080 933.120 30.0 1.777 0.03139 2,712.096 

35.O 1.248 0.00551 476.064 35.0 1.496 0.01174 1,014.336 35.0 1.931 0.03412 2,947.968 

40.0 1.341 0.00592 511.488 40.0 1.608 0.01262 1,090.368 40.0 2.076 0.03668 3,169.152 

45.0 1.429 0.00631 545.184 45.0 1.713 0.01344 1,161.216 45.0 2.212 0.03908 3,376.512 

50.0 1.513 0.00668 577.152 50.0 1.813 0.01423 1,229.472 50.0 2.341 0.04136 3,573.504 

60.0 1.669 0.00737 636.768 60.0 2.001 0.01570 1,356.480 60.0 2.584 0.04565 3,944.160 

70.0 1.814 0.00801 692.064 70.0 2.175 0.01707 1,474.848 70.0 2.808 0.04961 4,286.304 

80.0 1.950 0.00861 743.904 80.0 2.338 0.01835 1,585.440 80.0 3.018 0.05332 4,606.848 

90.0 2.078 0.00918 793.152 90.0 2.491 0.01955 1,689.120 90.0 3.216 0.05682 4,909.248 

100.0 2.200 0.00972 839.808 100.0 2.637 0.02070 1,788.480 100.0 3.405 0.06016 5,197.824 
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φ200 Ａ＝0.03142 ㎡ 

 Ｒ＝0.05    ｍ 

φ250 Ａ＝0.04909 ㎡ 

 Ｒ＝0.0625  ｍ 

φ300 Ａ＝0.07069 ㎡ 

 Ｒ＝0.075   ｍ 

Ｉ 

Ｘ

/1000 

Ｃ＝110 Ｉ 

Ｘ

/1000 

Ｃ＝110 Ｉ 

Ｘ

/1000 

Ｃ＝110 

Ｖ 

(ｍ/s) 

Ｑ Ｖ 

(ｍ/s) 

Ｑ Ｖ 

(ｍ/s) 

Ｑ 

(m3/s) (m3/day) (m3/s) (m3/day) (m3/s) (m3/day) 

0.1 0.097 0.00304 262.656 0.1 0.112 0.00549 474.336 0.1 0.126 0.00890 768.960 

0.2 0.142 0.00446 385.344 0.2 0.163 0.00800 691.200 0.2 0.183 0.01293 1,117.152 

0.3 0.177 0.00556 480.384 0.3 0.203 0.00996 860.544 0.3 0.228 0.01611 1,391.904 

0.4 0.206 0.00647 559.008 0.4 0.238 0.01168 1,009.152 0.4 0.267 0.01887 1,630.368 

0.5 0.233 0.00732 632.448 0.5 0.268 0.01315 1,136.160 0.5 0.301 0.02127 1,837.728 

0.6 0.257 0.00807 697.248 0.6 0.296 0.01453 1,255.392 0.6 0.332 0.02346 2,026.944 

0.7 0.280 0.00879 759.456 0.7 0.322 0.01580 1,365.120 0.7 0.361 0.02551 2,204.064 

0.8 0.300 0.00942 813.888 0.8 0.346 0.01698 1,467.072 0.8 0.388 0.02742 2,369.088 

0.9 0.320 0.01005 868.320 0.9 0.369 0.01811 1,564.704 0.9 0.414 0.02926 2,528.064 

1.0 0.339 0.01065 920.160 1.0 0.390 0.01914 1,653.696 1.0 0.438 0.03096 2,674.944 

1.2 0.374 0.01175 1,015.200 1.2 0.431 0.02115 1,827.360 1.2 0.483 0.03414 2,949.696 

1.4 0.407 0.01278 1,104.192 1.4 0.468 0.02297 1,984.608 1.4 0.525 0.03711 3,206.304 

1.6 0.437 0.01373 1,186.272 1.6 0.503 0.02469 2,133.216 1.6 0.564 0.03986 3,443.904 

1.8 0.466 0.01464 1,264.896 1.8 0.536 0.02631 2,273.184 1.8 0.602 0.04255 3,676.320 

2.0 0.493 0.01549 1,338.336 2.0 0.568 0.02788 2,408.832 2.0 0.637 0.04502 3,889.728 

2.5 0.556 0.01746 1,508.544 2.5 0.640 0.03141 2,713.824 2.5 0.718 0.05075 4,384.800 

3.0 0.614 0.01929 1,666.656 3.0 0.707 0.03470 2,998.080 3.0 0.793 0.05605 4,842.720 

3.5 0.667 0.02095 1,810.080 3.5 0.768 0.03770 3,257.280 3.5 0.862 0.06093 5,264.352 

4.0 0.717 0.02252 1,945.728 4.0 0.826 0.04054 3,502.656 4.0 0.926 0.06545 5,654.880 

4.5 0.764 0.02400 2,073.600 4.5 0.880 0.04319 3,731.616 4.5 0.987 0.06977 6,028.128 

5.0 0.809 0.02541 2,195.424 5.0 0.931 0.04570 3,948.480 5.0 1.045 0.07387 6,382.368 

6.0 0.893 0.02805 2,423.520 6.0 1.028 0.05046 4,359.744 6.0 1.153 0.08150 7,041.600 

7.0 0.970 0.03047 2,632.608 7.0 1.117 0.05483 4,737.312 7.0 1.253 0.08857 7,652.448 

8.0 1.043 0.03277 2,831.328 8.0 1.201 0.05895 5,093.280 8.0 1.347 0.09521 8,226.144 

9.0 1.112 0.03493 3,017.952 9.0 1.279 0.06278 5,424.192 9.0 1.435 0.10144 8,764.416 

10.0 1.177 0.03698 3,195.072 10.0 1.354 0.06646 5,742.144 10.0 1.519 0.10737 9,276.768 

12.0 1.298 0.04078 3,523.392 12.0 1.495 0.07338 6,340.032 12.0 1.676 0.11847 10,235.808 

14.0 1.411 0.04433 3,830.112 14.0 1.624 0.07972 6,887.808 14.0 1.822 0.12879 11,127.456 

16.0 1.517 0.04766 4,117.824 16.0 1.746 0.08571 7,405.344 16.0 1.958 0.13841 11,958.624 

18.0 1.616 0.05077 4,386.528 18.0 1.860 0.09130 7,888.320 18.0 2.087 0.14753 12,746.592 

20.0 1.711 0.05375 4,644.000 20.0 1.969 0.09665 8,350.560 20.0 2.209 0.15615 13,491.360 

22.0 1.801 0.05658 4,888.512 22.0 2.073 0.10176 8,792.064 22.0 2.326 0.16442 14,205.888 

24.0 1.888 0.05932 5,125.248 24.0 2.173 0.10667 9,216.288 24.0 2.438 0.17234 14,890.176 

26.0 1.972 0.06196 5,353.344 26.0 2.269 0.11138 9,623.232 26.0 2.545 0.17990 15,543.360 

28.0 2.052 0.06447 5,570.208 28.0 2.362 0.11595 10,018.080 28.0 2.649 0.18725 16,178.400 

30.0 2.130 0.06692 5,781.888 30.0 2.452 0.12036 10,399.104 30.0 2.750 0.19439 16,795.296 

35.0 2.315 0.07273 6,283.872 35.0 2.664 0.13077 11,298.528 35.0 2.989 0.21129 18,255.456 

40.0 2.488 0.07817 6,753.888 40.0 2.864 0.14059 12,146.976 40.0 3.212 0.22705 19,617.120 

45.0 2.651 0.08329 7,196.256 45.0 3.052 0.14982 12,944.448 45.0 3.423 0.24197 20,906.208 

50.0 2.807 0.08819 7,619.616 50.0 3.230 0.15856 13,699.584 50.0 3.624 0.25618 22,133.952 
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φ400 Ａ＝0.12566 ㎡ 

 Ｒ＝0.1     ｍ 

φ500 Ａ＝0.19635 ㎡ 

 Ｒ＝0.125   ｍ 

φ600 Ａ＝0.28274 ㎡ 

 Ｒ＝0.15    ｍ 

Ｉ 

Ｘ

/1000 

Ｃ＝110 Ｉ 

Ｘ

/1000 

Ｃ＝110 Ｉ 

Ｘ

/1000 

Ｃ＝110 

Ｖ 

(ｍ/s) 

Ｑ Ｖ 

(ｍ/s) 

Ｑ Ｖ 

(ｍ/s) 

Ｑ 

(m3/s) (m3/day) (m3/s) (m3/day) (m3/s) (m3/day) 

0.05 0.104 0.0130 1,123.200 0.05 0.119 0.0233 2,013.120 0.05 0.134 0.0378 3,265.920 

0.10 0.151 0.0189 1,632.960 0.10 0.174 0.0341 2,946.240 0.10 0.195 0.0551 4,760.640 

0.15 0.188 0.0236 2,039.040 0.15 0.217 0.0426 3,680.640 0.15 0.243 0.0687 5,935.680 

0.20 0.220 0.0276 2,384.640 0.20 0.253 0.0496 4,285.440 0.20 0.284 0.0802 6,929.280 

0.25 0.248 0.0311 2,687.040 0.25 0.286 0.0561 4,847.040 0.25 0.320 0.0904 7,810.560 

0.30 0.274 0.0344 2,972.160 0.30 0.315 0.0618 5,339.520 0.30 0.354 0.1000 8,640.000 

0.40 0.320 0.0402 3,473.280 0.40 0.368 0.0722 6,238.080 0.40 0.413 0.1167 10,082.880 

0.50 0.361 0.0453 3,913.920 0.50 0.415 0.0814 7,032.960 0.50 0.466 0.1317 11,378.880 

0.60 0.398 0.0500 4,320.000 0.60 0.458 0.0899 7,767.360 0.60 0.514 0.1453 12,553.920 

0.70 0.433 0.0544 4,700.160 0.70 0.498 0.0977 8,441.280 0.70 0.559 0.1580 13,651.200 

0.80 0.465 0.0584 5,045.760 0.80 0.536 0.1052 9,089.280 0.80 0.601 0.1699 14,679.360 

0.90 0.496 0.0623 5,382.720 0.90 0.571 0.1121 9,685.440 0.90 0.640 0.1809 15,629.760 

1.00 0.525 0.0659 5,693.760 1.00 0.604 0.1185 10,238.400 1.00 0.678 0.1916 16,554.240 

1.20 0.579 0.0727 6,281.280 1.20 0.667 0.1309 11,309.760 1.20 0.748 0.2114 18,264.960 

1.40 0.630 0.0791 6,834.240 1.40 0.725 0.1423 12,294.720 1.40 0.813 0.2298 19,854.720 

1.60 0.677 0.0850 7,344.000 1.60 0.779 0.1529 13,210.560 1.60 0.874 0.2471 21,349.440 

1.80 0.721 0.0906 7,827.840 1.80 0.830 0.1629 14,074.560 1.80 0.931 0.2632 22,740.480 

2.00 0.763 0.0958 8,277.120 2.00 0.879 0.1725 14,904.000 2.00 0.986 0.2787 24,079.680 

2.20 0.804 0.1010 8,726.400 2.20 0.925 0.1816 15,690.240 2.20 1.038 0.2934 25,349.760 

2.40 0.842 0.1058 9,141.120 2.40 0.970 0.1904 16,450.560 2.40 1.088 0.3076 26,576.640 

2.60 0.880 0.1105 9,547.200 2.60 1.013 0.1989 17,184.960 2.60 1.136 0.3211 27,743.040 

2.80 0.916 0.1151 9,944.640 2.80 1.054 0.2069 17,876.160 2.80 1.182 0.3341 28,866.240 

3.00 0.950 0.1193 10,307.520 3.00 1.094 0.2148 18,558.720 3.00 1.227 0.3469 29,972.160 

3.50 1.033 0.1298 11,214.720 3.50 1.189 0.2334 20,165.760 3.50 1.334 0.3771 32,581.440 

4.00 1.110 0.1394 12,044.160 4.00 1.278 0.2509 21,677.760 4.00 1.433 0.4051 35,000.640 

4.50 1.183 0.1486 12,839.040 4.50 1.362 0.2674 23,103.360 4.50 1.528 0.4320 37,324.800 

5.00 1.252 0.1573 13,590.720 5.00 1.442 0.2831 24,459.840 5.00 1.617 0.4571 39,493.440 

6.00 1.382 0.1736 14,999.040 6.00 1.591 0.3123 26,982.720 6.00 1.784 0.5044 43,580.160 

7.00 1.502 0.1887 16,303.680 7.00 1.729 0.3394 29,324.160 7.00 1.939 0.5482 47,364.480 

8.00 1.614 0.2028 17,521.920 8.00 1.858 0.3648 31,518.720 8.00 2.084 0.5892 50,906.880 

9.00 1.720 0.2161 18,671.040 9.00 1.980 0.3887 33,583.680 9.00 2.221 0.6279 54,250.560 

10.00 1.821 0.2288 19,768.320 10.00 2.096 0.4115 35,553.600 10.00 2.351 0.6647 57,430.080 

12.00 2.010 0.2525 21,816.000 12.00 2.313 0.4541 39,234.240 12.00 2.595 0.7337 63,391.680 

14.00 2.184 0.2744 23,708.160 14.00 2.514 0.4936 42,647.040 14.00 2.820 0.7973 68,886.720 

16.00 2.348 0.2950 25,488.000 16.00 2.702 0.5305 45,835.200 16.00 3.031 0.8569 74,036.160 

18.00 2.502 0.3144 27,164.160 18.00 2.879 0.5652 48,833.280 18.00 3.230 0.9132 78,900.480 

20.00 2.648 0.3327 28,745.280 20.00 3.048 0.5984 51,701.760 20.00 3.419 0.9666 83,514.240 

22.00 2.788 0.3503 30,265.920 22.00 3.209 0.6300 54,432.000 22.00 3.600 1.0178 87,937.920 

24.00 2.922 0.3671 31,717.440 24.00 3.363 0.6603 57,049.920 24.00 3.773 1.0667 92,162.880 

26.00 3.051 0.3833 33,117.120 26.00 3.512 0.6895 59,572.800 26.00 3.940 1.1139 96,240.960 

28.00 3.176 0.3990 34,473.600 28.00 3.655 0.7176 62,000.640 28.00 4.100 1.1592 100,154.880 

30.00 3.297 0.4143 35,795.520 30.00 3.794 0.7449 64,359.360 30.00 4.256 1.2033 103,965.120 

40.00 3.851 0.4839 41,808.960 40.00 4.432 0.8702 75,185.280 40.00 4.971 1.4055 121,435.200 
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図１・１ 

水面（自由水面） 

ポンプ 

点 a 
 

点 b 
 

 
 

７ 水 理 計 算 例 

 

１ 水理計算の方法 

（１）給水装置の設計に必要な水理の基本 

ア 水の密度 

水の単位体積当たりの質量として水温４℃、１気圧における水の密度を１ｇ/cm3として実用的

な水理計算に使う。 

∴１ｇ／cm3 １ｋｇ／Ｌ １ｔｏｎ／ｍ3 

イ 水の体積の変化 

水は、温度及び外圧などによりほんのわずか体積が変化するが、その量は気体と比べ非常に小

さいので、実用的な水理計算では、体積は変化しないものとして取扱う。 

ウ 水頭と水圧 

（ア）水  頭 

大気に直接に接している水面（自由水面）を持つ任意の点ａにおける水頭は、水深に等しく

長さの単位で表すことができる。管水路等閉鎖系の水頭は、ポンプを上流側に持つｃ点では水

深にポンプの揚程を加えた高さ、また自然流下系のｂ点では水深からそれぞれ損失水頭などを

差し引いた値で表す。 

 

点ｃ 
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（イ）静水圧 

静水圧（Ｐ）は、単位体積当たり重量(密度)、静水頭、重力加速度で表すと、次の関係式

で示される。 

P=ρ･g･H 

図１・１において、点ａの静水圧は、一般な水圧の単位 MPa で表すと 

Pa（MPa）＝１ｇ/cm3×0.098×10-3 ×Ha cm となる 

 

点 a 
 

 
（ウ）鉛直平面に働く水圧 

 

点 a 
 

点 b 
 

点 c 
 

 
なお、この鉛直平面に働く 

全水圧Ｐ＝Ｗ・Ｈ・Ｈ・
２

１
・Ｂ＝

２

１
Ｗ・Ｈ2・Ｂとなり、作用点は水面から

３

２
Ｈの 

位置になる。 

（２）管水路の水理学 

ア．管 水 路 

管水路とは、任意の内空断面を持つ水路の中を水が充満して流れ、水路の内壁の全面に

水圧を及ぼしている状態をいい断面の形状は問わない。なお、同じ断面であっても自由水

面を持つ水路を開水路という。一般に配水管及び給水管の水理は管水路として取扱う。 

イ．流れの連続性 

図１・２に示す管水路において、断面Ａを流れる流量（Ｑａ）と、断面Ｂを流れる流量

（Ｑｂ）とは等しく、それぞれの点の流速υは、断面積に反比例する。 

これを一般的には 

Ｐ＝Ｗ・Ｈとして表す 

Ｐ：水圧（MPa 又は Pa） 

Ｗ：水の単位体積重量（1g/cm3又は 1ton/ｍ3） 

Ｈ：水頭＝水深（cm 又はｍ） 

ａ点の水圧 Pa＝Ｗ・Ｈ 

ｂ点の 〃  Pb＝Ｗ・ Ｈ
４

３
 

ｃ点の 〃  Pc＝Ｗ・ Ｈ
２

１
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これを公式化すると 

   Ｑ＝Ｑａ＝Ｑｂ 

Ａａ×υａ＝Ｂｂ×υｂ 

と表すことができる。この式を連続の式という。 

 
図１・２ 断面 A 

断面 B 

流速 Va 流速 Vｂ 

 
 

ウ．ベルヌーイの定理 

  

 
非圧縮性で粘性のない流体（理想流体という）の流れの中に図１・３のような一つの流管を考

える。この流管中に適当に選んだ二つの断面①、②の面積・流速及び圧力の強さを、それぞれＡ

1、Ａ2、υ1、υ2、Ｐ1、Ｐ2、とし一つの水平面を基準にとって、断面①、②のそれぞれの高さを

Ｚ1、Ｚ2 とする。 
 水の密度をρとすれば、微小時間Δt の間に断面①から流入する水の質量はρＡ1υ1Δt であ

るから、この質量の持つ運動エネルギーは
２

１
ρＡ1υ1Δtυ12 である。また、この水はＺ1 の高さ

に相当する位置エネルギーをもちその大きさはρＡ1υ1ΔtｇＺ1 である。さらに断面①を通る水

はＰ1Ａ1 という圧力を受けながらυ1Δt の距離だけ進むので、このとき圧力によってなされる仕

事はＰ1Ａ1υ1ΔtＤである。  

結局Δt の間に断面①から流れ込む水のもつ全エネルギーは、 

２

１
ρＡ2υ2Δtυ22＋ρｇＡ2υ2ΔtＺ2＋Ｐ2Ａ2υ2Δt 

この流れには側面からの水の出入りはないため、断面①と②の間にある水の持つエネルギーは

一定である。したがって、断面①から流れ込むエネルギーと、断面②から流れ出るエネルギーは

等しくなければならない。 

一定 

図１・３ 

 

基準面  
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２

１
ρＡ1υ1Δtυ12＋ρｇＡ1υ1ΔtＺ1＋Ｐ1Ａ1υ1Δt 

＝
２

１
ρＡ2υ2Δtυ22＋ρｇＡ2υ2ΔtＺ2＋Ｐ2Ａ2υ2Δt 

連続の式から、Ａ1υ1＝Ａ2υ2 となり、また、ρｇ＝Ｗであるから、 

Ｗ

Ｐ
＋＋Ｚ

２ｇ

υ
＝

Ｗ

Ｐ
＋＋Ｚ

２ｇ

υ 2
2

　2
21

1

　2
1  

前式の関係は、流管中のどの断面をとっても成り立ち次のように表すことが出来る。 

Ｈ＝一定＝
Ｗ

Ｐ
＋Ｚ＋

２ｇ

υ2

 

前式の第１項は単位重量の水のもつ運動エネルギー、第２項は位置エネルギー、第３項は圧力

によるエネルギーであって、上式ではこれら全て長さの単位であらわされる。したがって、 

２ｇ

υ2

を速度水頭（velocity head）、Ｚを位置水頭（elevation head）、
Ｗ

Ｐ
を圧力水頭（pressure head）

とよび、いずれも長さの単位であらわす。 

Ｈ＝
Ｗ

Ｐ
＋Ｚ＋

２ｇ

υ2

は水の流れにエネルギー不滅の法則をあてたものであって、図１・３に示すよ

うに、断面によって各水頭の割合は変化しても、その和は常に一定であることを示す。この和Ｈ

を全水頭（total head）という。 

Ｈ＝一定＝
Ｗ

Ｐ
＋Ｚ＋

２ｇ

υ2

の関係をベルヌーイ（Bernoulli）の定理といい、前の連続の式とともに、

水の運動を解く基本式となっている。 

エ．損失水頭を考えたベルヌーイの定理 

 

いま、水平に置かれた断面一様な管内の定常流

を考える。上流の断面①における流速をυ1、圧力

をＰ１、下流の断面②における流速をυ2、圧力を

Ｐ2 とすれば、連続の式からυ1＝υ2 であるから、

ベルヌーイの定理からＰ1＝ Ｐ2 とならなければ

ならない。しかし、実験によるとＰ1＞Ｐ2 でなけ

れば水は流れない。この不合理は、水を理想流体

として取扱い、粘性を無視したためである。 

実際において、水には粘性があるために、管内を水が流れる場合には管壁との接触面や、水流

中の一つの面の両側に摩擦抵抗が生ずる。なお水路が曲がるとか、急に断面積が広がるとかすれ

ば、その部分にうずができて水流内部の摩擦は増大する。
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このような抵抗にうち勝って水が流れるときには、そのエネルギーの一部が摩擦に伴う熱エネルギ

ーとなって消失する。このエネルギーの損失を水頭に換算し、長さであらわしたものを損失水頭（lose 

head）という。 

粘性を考えると、ベルヌーイの定理は次のように修正されなければならない。 

＋ｈ
Ｗ

Ｐ
＋＋Ｚ

２ｇ

υ
＝

Ｗ

Ｐ
＋＋Ｚ

２ｇ

υ 2
2

　2
21

1

　2
1  

また
Ｗ

Ｐ
＋＝Ｚ

Ｗ

Ｐ
＋Ｚ 2

2
1

1 の２点を結んだ線を動水勾配線という。動水勾配線が水平となす傾きを動

水勾配といい、Ｉであらわす。
Ｌ

ｈ
＝Ｉ となるが、水理計算上ではこの値が小さすぎるため、千分率（‰）

に補正して取扱うことが多い。したがって、前記式は、 1000
Ｌ

ｈ
＝Ｉ （‰）として利用される。 

 

２ 計  算 

（１）計 算 例 

次の損失水頭を求めよ。 

 
 

φ50mm＝100ｍ 

Q 

 
 

管口径（ｄ）  ５０ｍｍ 

延 長（Ｌ）  １００ｍ 

流 量（Ｑ）  ２００Ｌ/ｍｉｎ 

設計水圧  ０.２ＭＰａ（水頭２０.４ｍ） 

地盤高は水平 

 
動水勾配Ｉをウエストン公式流量図より求めると 64‰となる 

損失水頭 ｈ＝Ｉ×Ｌ より 100＝6.4
1000

64
ｈ＝   

故に損失水頭ｈは６.４ｍとなる。 

 

 

 

φ50mm＝100ｍ 

Q 
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（２）計算例 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用されている給水材料 

Ｈ～Ｉ間 

サドル付分水栓 

（口径２５ｍｍ分岐） 

乙ボール止水栓 

給水管 ３.０ｍ 

Ｇ～Ｈ間 

メーターセット 

メーター 

給水管 ３.０ｍ 

Ｇ点より下流側 

給水管延長の合計１５.５m 

給水用具Ａ～Ｅ 

 

  ア 計画使用水量の算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 口径の仮定 

    Ａ～Ｈ間の口径を２０ｍｍと仮定する。 

ウエストン公式流量図より動水勾配を求める。 

  

ウ 所要水頭の計算 

区 間 
流量 
L／分 

仮定 
口径 

動水勾配 
‰ 

延長 
ｍ 

損失水頭 
ｍ 

立上げ高さ

ｍ 
所要水頭 

ｍ 
備考 

給水栓Ａ 12.0 13 給水用具の損失水頭 0.80  0.80  

給水管Ａ～Ｆ間 12.0 20 34 5.5 0.19 1.5 1.69  

 計 2.49  

 

給水栓Ｃ 8.0 13 給水用具の損失水頭 0.40  0.40  

給水管Ｃ～Ｆ間 8.0 20 17 1.5 0.03 1.5 1.53  

 計 1.93  

給水用具名 給水栓口径 同時使用の有無 計画使用水量 

A 台所流し １３ｍｍ 使用 １２L／分 

B 大便器（ロータンク） １３ｍｍ ― ― 

C 洗面器 １３ｍｍ 使用 ８L／分 

D 風呂場（浴槽） １３ｍｍ ― ― 

E 洗濯機用水栓 １３ｍｍ 使用 １２L／分 

 計 ３２L／分 

PP 

1.5ｍ 

1.0ｍ 

1
.
5
ｍ
 

1
.
5
ｍ
 

1
.
5
ｍ
 

1
.
5
ｍ
 

1
.
5
ｍ
 

2.0ｍ 2.0ｍ 2.0ｍ 2.0ｍ 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

Ｆ Ｇ 

Ｈ 
I 

Ｍ 
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A～F 間の所要水頭２.４９ｍ＞C～F間の所要水頭１.９３ｍ。よって、F 点での所要水頭は 

２.４９ｍとなる。 

区 間 
流量 

L／分 

仮定 

口径 

動水勾配 

‰ 

延長 

ｍ 

損失水頭 

ｍ 

立上げ高さ

ｍ 

所要水頭 

ｍ 

備考 

給水管Ｆ～Ｇ間 20.0 20 90 4.0 0.36  0.36  

 計 0.36  

Ａ～Ｇ間の所要水頭は、２.４９ｍ＋０.３６ｍ＝２.８５ｍとなる。 

 

給水栓Ｅ 12.0 13 給水用具の損失水頭 0.80  0.80  

給水管Ｅ～Ｇ間 12.0 20 34 1.5 0.06 1.5 1.56  

 計 2.36  

Ａ～Ｇ間の所要水頭２.８５ｍ＞Ｅ～Ｇ間の所要水頭２.３６ｍ。よって、G 点での所要水頭は 

２.８５ｍとなる。 

 

給水管Ｇ～Ｈ間 32.0 20 

200 

3.0 0.60  0.60  

メーターセット 32.0 20  1.40  1.40  

メーター 32.0 20  1.50  1.50  

給水管Ｈ～Ｉ間 32.0 25 

70 

3.0. 0.21 1.0 1.21  

乙ボール止水栓 32.0 25   0.18  0.18  

サドル付分水栓 32.0 25   0.20  0.20  

 計 5.09  

したがって、全所要水頭は２．８５ｍ+５．０９ｍ=７．９４ｍとなる。 

よって、７.９４ｍ≒０.８０ｋｇｆ／cm2 、０.８０×０.０９８＝０.０７９ＭＰａ＜０.２ 

 ＭＰａ（配水管の水圧Ｉ点）であるので、仮定口径どおりの口径で適当である。 
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（３）計算例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用されている給水材料 

Ｉ～Ｊ間 

サドル付分水栓（口径２５㎜分岐） 

給水管 ６.０ｍ          

乙ボール止水栓 

メーターセット 

メーター 

Ｉ点より下流側 

給水管延長の合計２４.０m 

給水用具Ａ～Ｆ 

 

ア 計画使用水量の算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 口径の仮定 

    Ｉ～Ｊ間及びＧ～Ｉ間の口径を２５ｍｍ、それ以外の給水管の口径を２０ｍｍと仮定する。 

    ウエストン公式流量図より動水勾配を求める。 

給水用具名 給水栓口径 同時使用の有無 計画使用水量 

A 大便器（タンクレス） １３ｍｍ 使用 ２０ L／分 

B 手洗い器 １３ｍｍ ― ― 

C 台所流し １３ｍｍ 使用 １２ L／分 

D 大便器（ロータンク） １３ｍｍ ― ― 

E 洗濯機用水栓 １３ｍｍ 使用 １２ L／分 

F 風呂場（浴槽） １３ｍｍ ― ― 

 計 ４４ L／分 

Ｍ 

2.5ｍ 

1.0ｍ 

1
.
5
ｍ
 

1
.
5
ｍ
 

2.0ｍ 2.0ｍ 

Ａ Ｂ 

E F 

H 

Ｇ 

J 
Ｉ 

C D 

2.5ｍ 

1.0ｍ 

1
.
0
ｍ
 

1
.
0
ｍ
 

1
.
0
ｍ
 

1
.
0
ｍ
 

2.0ｍ 2.0ｍ 

2.0ｍ 2.0ｍ 

2
.
5
ｍ
 

2
.
5
ｍ
 

SSP 
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  ウ 所要水頭の計算 

区 間 
流量 

L／分 

仮定 

口径 

動水勾配 

‰ 

延長 

ｍ 

損失水頭 

ｍ 

立上げ高さ

ｍ 

所要水頭 

ｍ 

備考 

給水栓Ａ 20.0 13 給水用具の損失水頭 2.00  2.00  

給水管Ａ～Ｇ間 20.0 20 80 5.0 0.40 1.0 1.40  

給水管Ｇ～Ｈ間 20.0 25 33 2.5 0.09 2.5 2.59  

 計 5.99  

 

給水栓Ｃ 12.0 13 給水用具の損失水頭 0.80  0.80  

給水管Ｃ～Ｈ間 12.0 20 34 5.0 0.17 1.0 1.17  

 計 1.97  

A～H 間の所要水頭 5.99m＞C～H 間の所要水頭 1.97m。よって、H点での所要水頭は 5.99m となる。 

 

給水管Ｈ～Ｉ間 32.0 25 70 2.5 0.18 2.5 2.68  

 計 2.68  

A～I 間の所要水頭は、５.９９ｍ＋２.６８ｍ＝８.６７ｍとなる。 

 

給水栓Ｅ 12.0 13 給水用具の損失水頭 0.80  0.80  

給水管Ｅ～Ｉ間 12.0 20 34 5.5 0.19 1.5 1.69  

 計 2.49  

A～I 間の所要水頭８.６７ｍ＞Ｅ～Ｉ間の所要水頭２.４９ｍ。よって、Ｉ点での所要水頭は 

８.６７ｍとなる。 

 

給水管Ｉ～Ｊ間 44.0 25 

120 

6.0 0.72 1.0 1.72  

メーターセット 44.0 25  1.10  1.10  

メーター 44.0 25  1.00  1.00  

乙ボール止水栓 44.0 25  0.30  0.30  

サドル付分水栓 44.0 25  0.38  0.38  

 計 4.50  

したがって、全所要水頭は８.６７ｍ＋４.５０ｍ＝１３.１７ｍとなる。 

よって、１３.１７ｍ≒１.３１ｋｇｆ／㎝２ 、１.３１×０.０９８＝０.１２８ ＭＰａ 

＜０.２０ ＭＰａ（3 階直結給水可能区域の配水管の水圧 J 点）であるので、仮定口径どおりの口

径で適当である。 

 

※給水用具Ａに選定したタンクレストイレは、製品説明書に最低作動水圧０.０７ＭＰａ（毎分 

２０Ｌ流水時）との記載があったので、水栓取付け部での余裕水圧を確認した。 
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 ０.２０－０.１２８＝０.０７２ ＭＰａ＞０.０７ＭＰａであるので、タンクレストイレの設置

は可である。 
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（４）計 算 例 

次の給水本管の口径を求めよ。 

給水戸数 ８戸 

給水本管の末端最小動水圧  ０.１５ＭＰａ 

地盤高Ａ～Ｉ点  水平  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．設計水圧 ０.２０ＭＰａ（水頭２０.４ｍ） 

イ．設計水量（φ２０標準流量）及び同時使用戸数率 

３６Ｌ／ｍｉｎ／戸×８戸×０.９＝２６０Ｌ／ｍｉｎ 

ウ．給水本管口径の仮定 

Ａ－I間 ５０ｍｍ 

エ．給水本管の延長と器具等の直管換算 

 
 

給 水 管 ５０ｍｍ       Ｌ＝９.０ｍ 

割Ｔ字管 １００×５０ｍｍ   Ｌ＝６.０ｍ 

乙ボール止水栓 ５０ｍｍ      Ｌ＝０.５２ｍ 

計                                   １５.５２ｍ 

 

  

Ａ－Ｂ間 

① 

② ④ 

③ ⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
 
F 

 
G 

 
 
H 

 
 
9.0 

 
 
I 

 
9.0 

 
9.0 

 
9.0  

9.0 

 
9.0 

 
9.0 

 
9.0 
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給 水 管 Ｂ－Ｃ ５０ｍｍ  Ｌ＝９.０ｍ 

      〃   Ｃ－Ｄ ５０ｍｍ  Ｌ＝９.０ｍ 

      〃   Ｄ－Ｅ ５０ｍｍ  Ｌ＝９.０ｍ 

      〃   Ｅ－Ｆ ５０ｍｍ  Ｌ＝９.０ｍ 

      〃   Ｆ－Ｇ ５０ｍｍ  Ｌ＝９.０ｍ 

      〃   Ｇ－Ｈ ５０ｍｍ  Ｌ＝９.０ｍ 

〃                   Ｈ－Ｉ    ５０ｍｍ  Ｌ＝９.０ｍ 

   

   

オ．損失水頭 

 

Ｑ＝２６０Ｌ／ｍｉｎをウエストン公式流量図より動水勾配Ｉを求めると１０

２‰となる。 

ｈ＝Ｉ×Ｌ より ｈ＝１０２／１０００×１５.５２＝１.５８ｍ 

故に損失水頭ｈは１.５８ｍとなる。 

 

Ｑ＝２５２Ｌ／ｍｉｎをウエストン公式流量図より動水勾配Ｉを求めると９

３‰となる。 

ｈ＝Ｉ×Ｌ より ｈ＝９３／１０００×９＝０.８４ｍ  

故に損失水頭ｈは０.８４ｍとなる。 

 

Ｑ＝２１６Ｌ／ｍｉｎをウエストン公式流量図より動水勾配Ｉを求めると７

１‰となる。 

ｈ＝Ｉ×Ｌ より ｈ＝７１／１０００×９＝０.６４ 

故に損失水頭ｈは０.６４ｍとなる。 

 

Ｑ＝１８０Ｌ／ｍｉｎをウエストン公式流量図より動水勾配Ｉを求めると５

１‰となる。 

ｈ＝Ｉ×Ｌ より ｈ＝５１／１０００×９＝０.４６ 

故に損失水頭ｈは０.４６ｍとなる。 

Ｂ－I間 

Ａ－Ｂ間 

Ｂ－Ｃ間 

Ｃ－Ｄ間 

Ｄ－Ｅ間 
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Ｑ＝１４４Ｌ／ｍｉｎをウエストン公式流量図より動水勾配Ｉを求めると３

４‰となる。 

ｈ＝Ｉ×Ｌ より ｈ＝３４／１０００×９＝０.３１ 

故に損失水頭ｈは０.３１ｍとなる。 

 

Ｑ＝１０８Ｌ／ｍｉｎをウエストン公式流量図より動水勾配Ｉを求めると２

１‰となる。 

ｈ＝Ｉ×Ｌ より ｈ＝２１／１０００×９＝０.１９ 

故に損失水頭ｈは０.１９ｍとなる。 

 

Ｑ＝７２Ｌ／ｍｉｎをウエストン公式流量図より動水勾配Ｉを求めると１０‰

となる。 

ｈ＝Ｉ×Ｌ より ｈ＝１０／１０００×９＝０.０９ 

故に損失水頭ｈは０.０９ｍとなる。 

 

Ｑ＝３６Ｌ／ｍｉｎをウエストン公式流量図より動水勾配Ｉを求めると３.０‰

となる。 

ｈ＝Ｉ×Ｌ より ｈ＝３.０／１０００×９＝０.０３ 

故に損失水頭ｈは０.０３ｍとなる。 

 
 

区 間 
口 径 

(mm) 

実延長 

(ｍ) 

換算長 

(ｍ) 

計 

(ｍ) 

流 量 

(L/min) 

動水勾配 

(‰) 

損失水頭 

(ｍ) 

Ａ－Ｂ 50  9.0 6.52  15.52  260.0  102.0 1.58 

Ｂ－Ｃ 50  9.0   9.0  252.0 93.0 0.84 

Ｃ－Ｄ 50  9.0   9.0  216.0  71.0 0.64 

Ｄ－Ｅ 50  9.0   9.0  180.0  55.0 0.46 

Ｅ－Ｆ 50  9.0    9.0  144.0  34.0 0.31 

Ｆ－Ｇ 50  9.0   9.0  108.0  21.0 0.19 

Ｇ－Ｈ 50  9.0   9.0  72.0  0.09 0.09 

Ｈ－Ｉ 50  9.0   9.0  36.0  3.0 0.03 

計   72.0 6.52 78.52   4.14 

Ｅ－Ｆ間 

Ｆ－Ｇ間 

Ｇ－Ｈ間 

Ｈ－Ｉ間 
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カ．最小動水圧 

Ａ－I間の有効水頭Ｈｏ＝２０.４ｍ－４.１４ｍ＝１５.８６ｍ 

Ａ－I間の最小動水圧は １５.８６ｍ＝１.５８６ｋｇｆ／cm2×０.０９８ 

＝０.１５５ＭＰａ 

∴０.１５５ＭＰａ＞０.１５ＭＰａ 

故にＡ～I間の給水本管の口径は５０ｍｍとする。 
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８ 直結増圧式給水における水理計算例 
 
【建物配管】 

１系統＝16 戸 

３系統×16 戸＝48戸 

【室内配管】 
ア 詳細図 

φ150mm 配水管 

用 途 口径 mm 同時使用 使用水量 L/min 

①風呂がま 13  30 

②ロータンク（便所用） 13 使用 12 

③混合水栓（洗面用） 13 使用 12 

④自在水栓（洗濯用） 13  8 

⑤ハンドシャワー付混合水栓 13  8 

⑥混合水栓（台所用） 13 使用 12 

  ３栓 36 
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直結増圧式給水における水理計算例 

 
共同住宅の場合 
 
計算条件 建物概要：８階建て（２２ｍ）、４８戸 
 設計水圧：０.２０ＭＰａ 
（１）使用水量 
 １戸当たりの１日最大使用水量：１ｍ3／日 
 建物全体の使用水量：４８戸×１ｍ3／日＝４８ｍ3／日 
（２）同時使用水量 
 戸数から同時使用水量を予測する算定方式より 
 ４８戸＝２５４Ｌ／ｍｉｎ 
（３）各圧力損失の計算 
ア 増圧設備口径はφ５０ｍｍとする。 
イ 給水管口径は、管内流速を考慮しφ５０ｍｍとする。 
ウ 管末部の室内配管（１戸）については、用途別使用水量×同時使用率により計算
を行う。 
エ 各継手等については、直管換算を行い、損失水頭を求める。 
オ 増圧給水設備の圧力損失は、メーカー資料等により求める。 

 
計算例 
 １ 使用水量 

（１）各区間の使用水量 
 （戸数から同時使用水量を予測する算定方式より） 

Ａ～Ｂ間 
Ｑ＝１９×４８０.６７＝ ２５４ Ｌ／ｍｉｎ 

Ｂ～Ｃ間 
Ｑ＝１９×４８０.６７＝ ２５４ Ｌ／ｍｉｎ 

Ｃ～Ｄ間 
Ｑ＝１９×４８０.６７＝ ２５４ Ｌ／ｍｉｎ 

Ｄ～Ｅ間 
Ｑ＝１９×３２０.６７＝ １９４ Ｌ／ｍｉｎ 

Ｅ～Ｆ間 
Ｑ＝１９×１６０.６７＝ １２２ Ｌ／ｍｉｎ 

Ｆ～Ｇ間 
Ｑ＝１９×１４０.６７＝ １１１ Ｌ／ｍｉｎ 

Ｇ～Ｈ間 
Ｑ＝１９×１２０.６７＝ １００ Ｌ／ｍｉｎ 

Ｈ～Ｉ間 
Ｑ＝１９×１００.６７＝  ８９ Ｌ／ｍｉｎ 

Ｉ～Ｊ間 
Ｑ＝４２× ８０.３３＝  ８３ Ｌ／ｍｉｎ 

Ｊ～Ｋ間 
Ｑ＝４２× ６０.３３＝  ７６ Ｌ／ｍｉｎ 

Ｋ～Ｌ間 
Ｑ＝４２× ４０.３３＝  ６６ Ｌ／ｍｉｎ 

Ｌ～Ｍ間 
Ｑ＝４２× ２０.３３＝  ５３ Ｌ／ｍｉｎ 

（２）１戸当たりの使用水量 
 （同時に使用する給水用具を設定して算出） 

Ｍ～ア間 
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Ｑ＝３栓（１２＋１２＋１２）＝  ３６ Ｌ／ｍｉｎ 
ア～イ間 
Ｑ＝２栓（１２＋１２）＝  ２４ Ｌ／ｍｉｎ 

イ～ウ間 
Ｑ＝１栓（１２）＝  １２ Ｌ／ｍｉｎ 

２ 各区間の給水延長及び直管換算長 
（直管換算値については、製造会社の資料等による。） 

Ａ～Ｂ間 
給水管延長 ５０ｍｍ ＝  ４.４０ ｍ 
割Ｔ字管 ５０ｍｍ ＝  ６.００ ｍ 
乙ボール止水栓 ５０ｍｍ ＝  ０.５２ ｍ 
計  １０.９２ ｍ 

Ｂ～Ｃ間 
給水管延長 ５０ｍｍ ＝  ５.００ ｍ 
計    ５.００ ｍ 

（増圧給水設備の直管換算は、損失水頭がメーカーにより指定されているた
め、換算しない。） 

Ｃ～Ｄ間 
給水管延長 ５０ｍｍ ＝ １０.００ ｍ 
計  １０.００ ｍ 

Ｄ～Ｅ間 
給水管延長 ５０ｍｍ ＝ １０.００ ｍ 
計  １０.００ ｍ 

Ｅ～Ｆ間 
給水管延長 ５０ｍｍ ＝ １９.００ ｍ 
計  １９.００ ｍ 

Ｆ～Ｇ間からＬ～Ｍ間はそれぞれ 
給水管延長 ５０ｍｍ ＝  ３.００ ｍ 
計    ３.００ ｍ 

Ｍ～ア間 
給水管延長 ２０ｍｍ ＝  ５.７０ ｍ 
メーター ２０ｍｍ ＝ １１.００ ｍ 
補助止水栓 ２０ｍｍ ＝ １２.５０ ｍ 
逆止弁 ２０ｍｍ ＝  ３.７０ ｍ 
計 ３２.９０ ｍ 

ア～イ間 
給水管延長 ２０ｍｍ ＝  １.５０ ｍ 
 

イ～ウ間 
給水管延長 ２０ｍｍ ＝  ６.００ ｍ 
水栓 １３ｍｍ ＝ ２６.６０ ｍ（３.８０ｍ×７等値換
算係数） 

 
 ３ 各区間の損失水頭 

Ａ～Ｂ間 
使用水量２５４Ｌ／ｍｉｎ、口径５０ｍｍをウエストン公式流量図より、 
動水勾配１００‰になる。 

Ｖ＝Ｑ／Ａにより  Ｖ＝
／40.05π

60254／1,000／
2

 ＝ ２.１６ ｍ／s 

Ｈ＝Ｉ×Ｌにより  Ｈ＝１００／１,０００×１０.９２＝１.０９ ｍ 
Ｂ～Ｃ間 

使用水量２５４Ｌ／ｍｉｎ、口径５０ｍｍをウエストン公式流量図より、 
動水勾配１００‰になる。 
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Ｖ＝Ｑ／Ａにより  Ｖ＝２.１６ ｍ／s 
Ｈ＝Ｉ×Ｌにより  Ｈ＝１００／１,０００×５.００＝０.５０ ｍ 

Ｃ 増圧給水設備の圧力損失（メーカー資料より） 
＝ ９.３ ｍ（内 減圧式逆流防止器の圧力損失 ＝７.０ｍ） 

Ｃ～Ｄ間 
使用水量２５４Ｌ／ｍｉｎ、口径５０ｍｍをウエストン公式流量図より、 
動水勾配１００‰になる。 
Ｖ＝Ｑ／Ａにより  Ｖ＝2.16 ｍ／s 
Ｈ＝Ｉ×Ｌにより  Ｈ＝１００／１,０００×１０.００＝１.００ ｍ 

Ｄ～Ｅ間 

使用水量１９４Ｌ／ｍｉｎ、口径５０ｍｍをウエストン公式流量図より、 

動水勾配６０‰になる。 

Ｖ＝Ｑ／Ａにより  Ｖ＝１.６５ ｍ／s 

Ｈ＝Ｉ×Ｌにより  Ｈ＝６０／１,０００×１０.００＝０.６０ ｍ 

Ｅ～Ｆ間 

使用水量１２２Ｌ／ｍｉｎ、口径５０ｍｍをウエストン公式流量図より、 

動水勾配２６‰になる。 

Ｖ＝Ｑ／Ａにより  Ｖ＝１.０４ ｍ／s 

Ｈ＝Ｉ×Ｌにより  Ｈ＝２６／１,０００×１９.００＝０.４９ ｍ 

Ｆ～Ｇ間 

使用水量１１１Ｌ／ｍｉｎ、口径５０㎜をウエストン公式流量図より、 

動水勾配２３‰になる。 

Ｖ＝Ｑ／Ａにより  Ｖ＝０.９４ ｍ／s 

Ｈ＝Ｉ×Ｌにより  Ｈ＝２３／１,０００×３.００＝０.０７ ｍ 

Ｇ～Ｈ間 

使用水量１００Ｌ／ｍｉｎ、口径５０ｍｍをウエストン公式流量図より、 

動水勾配１９‰になる。 

Ｖ＝Ｑ／Ａにより  Ｖ＝０.８５ ｍ／s 

Ｈ＝Ｉ×Ｌにより  Ｈ＝１９／１,０００×３.００＝０.０６ ｍ 

Ｈ～Ｉ間 

使用水量８９Ｌ／ｍｉｎ、口径５０ｍｍをウエストン公式流量図より、 

動水勾配１６‰になる。 

Ｖ＝Ｑ／Ａにより  Ｖ＝０.７６ ｍ／s 

Ｈ＝Ｉ×Ｌにより  Ｈ＝１６／１,０００×３.００＝０.０５ ｍ 

Ｉ～Ｊ間 

使用水量８３Ｌ／ｍｉｎ、口径５０ｍｍをウエストン公式流量図より、 

動水勾配１４‰になる。 

Ｖ＝Ｑ／Ａにより  Ｖ＝０.７０ ｍ／s 

Ｈ＝Ｉ×Ｌにより  Ｈ＝１４／１,０００×３.００＝０.０４ ｍ 

Ｊ～Ｋ間 

使用水量７６Ｌ／ｍｉｎ、口径５０ｍｍをウエストン公式流量図より、 

動水勾配１２‰になる。 

Ｖ＝Ｑ／Ａにより  Ｖ＝０.６５ ｍ／s 

Ｈ＝Ｉ×Ｌにより  Ｈ＝１２／１,０００×３.００＝０.０４ ｍ 

Ｋ～Ｌ間 

使用水量６６Ｌ／ｍｉｎ、口径５０ｍｍをウエストン公式流量図より、 

動水勾配９‰になる。 

Ｖ＝Ｑ／Ａにより  Ｖ＝０.５６ ｍ／s 
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Ｈ＝Ｉ×Ｌにより  Ｈ＝９／１,０００×３.００＝０.０３ ｍ 

Ｌ～Ｍ間 

使用水量５３Ｌ／ｍｉｎ、口径５０ｍｍをウエストン公式流量図より、 

動水勾配６‰になる。 

Ｖ＝Ｑ／Ａにより  Ｖ＝０.４５ ｍ／s 

Ｈ＝Ｉ×Ｌにより  Ｈ＝６／１,０００×３.００＝０.０２ ｍ 

Ｍ～ア間 

使用水量３６Ｌ／ｍｉｎ、口径２０ｍｍをウエストン公式流量図より、 

動水勾配２２０‰になる。 

Ｖ＝Ｑ／Ａにより  Ｖ＝１.９０ ｍ／s 

Ｈ＝Ｉ×Ｌにより  Ｈ＝２２０／１,０００×３２.９０＝７.２４ ｍ 

ア～イ間 

使用水量２４Ｌ／ｍｉｎ、口径２０ｍｍをウエストン公式流量図より、 

動水勾配１０８‰になる。 

Ｖ＝Ｑ／Ａにより  Ｖ＝１.２７ ｍ／s 

Ｈ＝Ｉ×Ｌにより  Ｈ＝１０８／１,０００×１.５０＝０.１６ ｍ 

イ～ウ間 

使用水量１２Ｌ／ｍｉｎ、口径２０ｍｍをウエストン公式流量図より、 

動水勾配３３‰になる。 

Ｖ＝Ｑ／Ａにより  Ｖ＝０.６４ ｍ／s 

Ｈ＝Ｉ×Ｌにより  Ｈ＝３３／１,０００×３２.６０＝１.０８ ｍ 
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 ４ 計算結果 
 

（１）各区間の損失水頭を表で示す 
区 間 口 径 延 長 流 量 流 速 動水勾配 損失水頭 高低差 所要水頭 

 ㎜ ｍ Ｌ／min ｍ／s ‰ ｍ ｍ ｍ 

Ａ～Ｂ間 50 10.92 254 2.16 100 1.09 0.9 1.99 

Ｂ～Ｃ間 50 5.00 254 2.16 100 0.50 0.0 0.50 

Ｃ 50     9.30  9.30 

小 計      10.89 0.9 11.79 

Ｃ～Ｄ間 50 10.00 254 2.16 100 1.00 0.0 1.00 

Ｄ～Ｅ間 50 10.00 194 1.65 60 0.60 0.0 0.60 

Ｅ～Ｆ間 50 19.00 122 1.04 26 0.49 1.0 1.49 

Ｆ～Ｇ間 50 3.00 111 0.94 23 0.07 3.0 3.07 

Ｇ～Ｈ間 50 3.00 100 0.85 19 0.06 3.0 3.06 

Ｈ～Ｉ間 50 3.00 89 0.76 16 0.05 3.0 3.05 

Ｉ～Ｊ間 50 3.00 83 0.70 14 0.04 3.0 3.04 

Ｊ～Ｋ間 50 3.00 76 0.65 12 0.04 3.0 3.04 

Ｋ～Ｌ間 50 3.00 66 0.56 9 0.03 3.0 3.03 

Ｌ～Ｍ間 50 3.00 53 0.45 6 0.02 3.0 3.02 

Ｍ～ア間 20 32.90 36 1.91 220 7.24 -0.4 6.84 

ア～イ間 20 1.50 24 1.27 108 0.16 0.0 0.16 

イ～ウ間 20 32.60 12 0.64 33 1.08 1.0 2.08 

小 計      10.88 22.6 33.48 

計      21.77 23.5 45.27 
 

 
（２）増圧給水設備の吐出圧の設定 

直結増圧式給水の動水勾配線図から吐水圧は次のようになる。 
Ｐ０ ：配水管圧力（設計水圧）              ＝２０.００ｍ 
Ｐ１ ：配水管と増圧給水設備との高低差          ＝ ０.９０ｍ 
Ｐ２ ：増圧給水設備上流側の給水管及び給水用具の圧力損失 ＝  １.５９ｍ 
Ｐ３ ：増圧給水設備の圧力損失              ＝ ９.３０ｍ 
Ｐ４ ：増圧給水設備下流側の給水管及び給水用具の圧力損失 ＝１０.８８ｍ 
Ｐ５ ：末端最高位の給水用具を使用するために必要な圧力【余裕水圧】＝１５.００ｍ 
Ｐ６ ：増圧給水設備と末端最高位の給水用具との高低差   ＝２２.６０ｍ 
Ｐ７ ：増圧給水設備の吐水圧 

Ｐ４＋Ｐ５＋Ｐ６                               ＝４８.４８ｍ 
Ｐ８ ：増圧給水設備の増圧ポンプの全揚程  

Ｐ７－｛Ｐ０－（Ｐ１＋Ｐ２＋Ｐ３）｝          ＝４０.２７ｍ 
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９－１ 給水装置における更生工事の取扱いについて 

 

 

給水装置に使用された給水管及び継手類等の経年変化による赤水、出水不良について、通

水能力の回復及び赤水の発生防止を図ることを目的として実施する給水装置の更生工事の

取扱いについて以下のとおり定める。 

 

１．更生工事の定義 

   この取扱いに記載する更生工事とは、経年使用により給水管の内面に付着した錆及び

付着物を、給水管が布設されたままの状態で排除（クリーニング）し通水量を確保すると

ともに、防錆をかねた樹脂系塗料等を管内面に塗布（ライニング）することにより、機能

の回復と延命を図るものをいう。 

 

２．適用範囲 

① 金属管であること。 

② 指定給水装置工事事業者（給水装置工事主任技術者）が事前調査を実施し、既設の配

管状況（腐食の状態や使用されている給水用具及び継手類等）の確認、施工実施する更

生工法の技術概要等を確認のうえ、更生工事の施行が可能と判断したもの。 

 

３．適用条件 

① 所有者の責任において施工されるものであり、更生工事を原因とする水質異常、給水

装置の機能不良等についての責任は、所有者が負うものであること。 

② 配水管への逆流防止措置が講じられること。 

 ③ ライニングに使用する塗料は、「給水装置の構造及び材質の基準」（以下、「構造材質基

準」という。）に定める浸出等に関する基準に適合していること。 

 

４．適用除外 

① 量水器 

② 伸縮部分を有する給水用具等 

③ 当該更生工事の工法において施工の適用除外範囲としているもの（可動部分を有する

機器・弁及び可とう継手等） 

④ 指定給水装置工事事業者（給水装置工事主任技術者）が更生工事の施行がふさわしく

ないと判断した給水用具等 

 

５．給水装置工事の申込み 

  更生工事は給水装置の変更（変更の工事）として取り扱うものとする。 

指定給水装置工事事業者（給水装置工事主任技術者）は事前調査を実施し、当該既設給

水装置への更生工事の施行が可能と判断した場合は、給水装置工事申込書に下記の図書
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を添付して給水装置工事の申込みを行わなければならない。 

なお、この取扱いに定めるもの以外の事項については、給水装置工事設計・施工基準に

よる。 

 ① 給水装置の更生工事施行に係る事前調査結果報告書 

② 更生工事施工計画書（工法、ライニングに使用する塗料、工程表等） 

③ 図面（配管図、施工範囲等） 

④ 塗料の浸出性能基準適合証明書（第三者認証品である場合は、浸出性能基準適合証明

書に代えて認証登録証の写しとすることができる） 

⑤ 誓約書（施工後の責任（給水装置の構造材質基準に適合しない場合の対応等を含む） 

等） 

 

６．更生工事完成後の確認事項 

更生工事完成後、指定給水装置工事事業者（給水装置工事主任技術者）は適切な施工が

行われたことの確認及び構造材質基準に適合していることの試験を行わなければならな

い。施工が不適切な場合、試験結果が基準に適合しなかった場合は直ちに適切な処置を施

すこと。 

  指定給水装置工事事業者（給水装置工事主任技術者）は適切な施工が行われたことの確

認及び構造材質基準に適合していることの試験結果を確認するまでの間は、更生工事を

施行した給水管及び給水用具を給水装置に接続してはならない。 

 

①  耐圧性能試験 

耐圧性能試験における水圧は、構造材質基準に規定されている１．７５ＭＰa を原則

とし、１分間水圧を加えた後、水漏れ等が生じないことを確認する。 

②  浸出性能確認の水質試験 

更生工事施行後の試験通水時に、毎分５リットルの流量で５分間流して捨て、その後

１５分間滞留させたのち、先と同じ流量（毎分５リットル）で流しながら開栓直後から

５リットルを採取し、均一に混合してから必要量の検査用試料を採水容器に分取したも

のを公的検査機関（※１）で水質試験を行い、構造材質基準に基づく浸出等に関する基

準を満足していることを確認する。水質検査の試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほ

か、更生工事に使用された塗料から浸出する可能性のある項目（※２）とする。 

 

７．給水装置工事しゅん工検査 

指定給水装置工事事業者（給水装置工事主任技術者）は、更生工事の適切な施行が行わ

れたことの確認及び構造材質基準適合確認後、速やかに下記の施工報告書及び試験結果

証明書等を添付した給水装置工事しゅん工届を提出し、しゅん工検査を受けること。 

 

① 施工報告書（写真添付） 

施工計画書の内容に基づく、各実工程の施工状況（仮設配管状況・既設配管断面状況・

クリーニング工事状況・ライニング工事状況(塗料の乾燥方法及び時間含む)・塗膜内面
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状況(塗膜厚確認結果含む)・配管復旧状況等）等を網羅した施工報告書 

② 耐圧性能試験結果（給水装置工事しゅん工届に記載） 

③ 水質試験成績証明書 

 

８．その他  

   

（※１）水道法第２０条第３項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者等 

（※２）塗料の浸出性能基準適合証明書にて、検出が確認された項目 
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９ ２ 給水装置の更生工事施行に係る 

   事前調査結果報告書 
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給水装置の更生工事施行に係る事前書調査結果報告 

  年  月  日 

 

吉田町長  様 

 

提出者（指定給水装置工事事業者） 

指定番号  第          号  

住  所 

事業者名 

                 代 表 者 印 

電話番号 

 

 給水装置の更生工事を施行するにあたり、既設給水装置の事前調査を実施した結果、更生工

事の施行が可能と判断しましたので報告します。 

 なお、更生工事完成後、適切な施工が行われたことの確認ならびに給水装置の構造及び材質

の基準適合の試験を実施し、施工が不適切な場合又は試験結果が基準に適合しない場合には、

直ちに適切な処置を施します。 

 

調 査 日      年     月    日 

調 査 場 所 

（建築物の所在地） 
吉田町        

建 築 物 の 名 称 
 

 

事前調査を実施した給水装置工事主任技術者 

免状交付番号   第          号 

氏    名                

   

 

 

 

 

 

 

受 付 
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９－３ 更生工事施行計画書 
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９－４ 受水槽以下設備を給水装置に切替える場合の手続きについ

て 

 

 

 厚生労働省通知「平成１７年９月５日付健水発第０９０５００２号【受水槽以下設備を給

水装置に切替える場合の手続きについて】」に基づき、本町における対応を以下のとおりと

します。 

 

１．事前確認 

受水槽式給水設備を直結給水方式の給水装置に変更する工事の承認を申し込む者（指

定給水装置事業者が申し込み手続きを委任されている場合は、当該工事事業者）は、事

前に次の（１）～（３）に掲げる場合に応じ、該当する事項を実施、確認する。 

 

（１）更生工事の履歴のない受水槽式給水設備から、直結給水方式に切替える場合 

① 既設配管の材質 

・ 「給水装置の構造及び材質の基準」（以下、「構造材質基準」という。）に適合し

た製品が使用されていることを現場及び図面にて確認する。 

・ 構造材質基準に適合した製品が使用されていない場合は、同基準に適合した給

水管・給水用具に取り替える。 

・ 埋込み等により確認が困難な場合は、図面にて確認する。 

② 既設配管の耐圧試験 

・ 受水槽以下設備を直結給水方式に切替える場合の試験水圧は、現地の配水管の

最大静水圧に０.５０ＭＰａを加えた水圧とし、１分間水圧を加えた後、水漏れ

等が生じないことを確認する。 

③ 水質試験 

・ 直結給水への切替え前において、水道法第２０条第３項に規定する者による水

質試験を行い、水道法第４条に定める水質基準を満足していることを確認する。 

・ 採水方法は、毎分５Ｌの流量で５分間流して捨て、その後１５分間滞留させたの

ち採水するものとする。 

・ 試験項目は味、臭気、色度、濁度とする。 

 

（２）更生工事を施行した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況が

明らかな場合 

① 既設配管の材質 

・ ライニングに使用された塗料が構造材質基準に適合した製品である場合は、施

工計画書（工法、塗料、工程表等）及び施工計画に基づく施工報告書（写真添付）

並びに塗料の浸出性能基準適合証明書の確認を行う。 
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・ なお、塗料が第三者認証品である場合は、浸出性能基準適合証明書に代えて認証

登録証の写しとすることができる。 

② 既設配管の耐圧試験 

・ 貯水槽以下設備を直結給水方式に切替える場合の試験水圧は、現地の配水管の

最大静水圧に０.５０ＭＰａを加えた水圧とし、１分間水圧を加えた後、水漏れ

等が生じないことを確認する。 

③ 浸出性能確認の水質試験 

・ 適切な施工が行われたことを確認するため、現地にて水道水を毎分５Ｌの流量

で５分間流して捨て、その後１５分間滞留させた水を採取するとともに、管内の

水を全て入れ替えた後の水を対象水（ブランク）として採取し、公的検査機関で

水質試験を行い、構造材質基準に基づく浸出等に関する基準を満足しているこ

とを確認する。 

・ 試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、更生工事に使用された塗料から浸出

する可能性のある項目とする。 

 

（３）更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法・施工状況が確

認できない場合 

① 既設配管の耐圧試験 

・ 貯水槽以下設備を直結給水方式に切替える場合の試験水圧は、現地の配水管の

最大静水圧に０.５０ＭＰａを加えた水圧とし、１分間水圧を加えた後、水漏れ

等が生じないことを確認する。 

② 浸出性能試験 

・ ライニングに使用された塗料については、既設給水管の一部をサンプリングし、

それを供試体として公的検査機関で構造材質基準に基づく浸出性能試験を行い、

浸出等に関する基準に適合していることを確認する。 

・ 既設給水管のサンプリングが困難であり、浸出性能試験が実施できない場合は、

現地にて水道水を１６時間滞留させた水（給水設備のライニングされた管路内

の水であって、受水槽等の水が混入していないもの）を採取するとともに、管内

の水をすべて入れ替えた後の水を対象水（ブランク）として採取し、公的検査機

関で水質試験を行い、浸出等に関する基準を満足していることを確認する。この

場合において、一度の採水で５Ｌの水量を確保できない場合は、同じ操作を繰り

返し行い、水量を確保する。 

・ 試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、浸出等に関する基準別表第１のすべ

ての項目とする。 
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２．給水装置工事の申込み 

受水槽式の給水設備を給水装置に切替える工事は、既に給水の申込みを受け受水槽ま

で供給している給水装置に接続する工事であることから、給水装置の改造工事として取

り扱う。なお、申込みに要する図書類は次のとおりとする。 

 

注：表中の（１）（２）（３）は、本文の１．事前確認に記述されている（１）（２）（３）

のケースをいう。 

    「直結切替誓約書」は（１）（２）（３）について、埋込み等により構造材質の確認が困

難な場合があること及び管理者が耐圧試験の現地確認を行わないことから、申請者は、

直結切替誓約書を申込み時に提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 書 類 （１） （２） （３） 

給水装置工事申込書 ○ ○ ○ 

水質試験成績証明書 ○   

塗料の浸出性能基準適合証明書。ただし、第三者認証

品の場合は当該機関の認証登録証の写 
 ○  

ライニングによる更生工事施行時の施工計画書  ○  

同上施工報告書（写真添付）  ○  

浸出性能確認の水質試験成績証明書  ○ 
○ 

浸出性能試験成績証明書   

直結切替誓約書 ○ ○ ○ 

その他水道事業者が指示した図書 ○ ○ ○ 
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１０ 特殊集団住宅における受水タンク以下の装置の設置基準 

 

昭和４８年６月１日 

告示第２６号 

  受水タンク以下の装置は、吉田町上水道事業給水条例（平成９年吉田町条例

第１６号）第３条に規定する給水装置でないため、受水タンク以下の装置の維

持管理については、所有者又は使用者の責任において行うものであるが、飲用

水として使用されるものであるので、水使用の安全確保の見地より、給水装置

の規程に準じ取り扱うものとする。 

受水タンク 

（受水タンクの構造） 

受水タンクは、鉄筋コンクリート製、鋼板製又は合成樹脂製のものとし漏

水、汚染等のおそれのない構造とし、製作、設置にあたっては、次の事項に

留意しなければならない。 

(1) 水質に影響ない防水槽又は防蝕塗料等を施すこと。 

(2) 修理又は掃除をするため必要なマンホール及びステップを取り付ける

こと。 

(3) マンホール部は雨水、汚水等流入しないよう覆がいより一段高くし、

蓋はゴムパッキング付等防水性のあるもので、ボールト締め及び鍵付等に

より、簡単に蓋の取りはずしのできないもの。 

(4) 溢流管、排水管及び排水用ピットを設けるものとし、排水に際し、汚

水等が逆流しない装置を施し、排水口には防虫及び防鼠のため網を取り付

けること。 

(5) 給水口の位置は、受水タンクの満水面から給水口の口径以上の高さに

しなければならない。ただし、給水管の口径が５０ミリメートル以下の場

合は、その高さを５０ミリメートル以上にすること。 

(6) 受水タンクに設置する弁及びボールタップは、ウォーターハンマー防

止装置付器具であること。 

(7) 給水口と揚水ポンプの取り付け位置は、死水の生じないように注意す

ること。 

(8) その他、特に周辺地区の給水に重大な影響を与えると思われるもは、
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特別に指示することもある。 

（受水タンクの位置） 

受水タンクは、地上１階より下に設置するものとし、し尿浄化槽、汚水槽

等の汚水源に近接してはならない。 

（受水タンクの容積） 

受水タンクの有効容積は、１日使用量の４時間から６時間分を標準とす

る。 

高置タンク 

（高置タンクの構造） 

高置タンクは、鉄筋コンクリート製、鋼板製又は合成樹脂製のものとし、

漏水、汚染のおそれのない構造とし、製作、設置にあたっては、受水タンク

に準じて必要な考慮をしなければならない。 

（高置タンクの位置） 

高置タンクは、最上階の給水せんから上に５メートルの位置に設置するも

のとする。 

（高置タンクの揚水方法） 

受水タンクから高置タンクへの揚水は、水面自動制御装置方法又はフロー

トスイッチ方式のポンプにより行うものとする。 

（高置タンクの容積） 

高置タンクの有効水量は、１日使用量の３０分から１時間分を標準とる。 

その他の装置 

（屋内配管） 

鉄筋コンクリート建造物の屋内配管は、ビニールライニング鋼管及び同継

手又は耐衝撃性硬質塩化ビニール管（Hiパイプ）及び同継手を使用すると。 

水質に多大な影響のある器具の禁止 

水道メーター 

(1) 受水タンク以下の各戸に水道メーターを設置する場合において、１つ

の建造物内に２戸以上の住宅を有する３階建以上の建造物には、各戸に本

町指定のリモート水道メーターを設置するものとする。 

(2) リモート水道メーターの設置に必要な一切の附属設備は、申込者の負

担において施工するものとする。 

(3) 水道メーター（リモート水道メーターを含む。以下「メーター」とい
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う。）の設置箇所は、メーターの検針又は取り替えのしやすい構造とし、

漏水により階下に被害を及ぼさないよう防水又は水はけに必要な措置を施

すこと。 

(4) メーターの取付部には、鉛管を使用しないこと。 

(5) メーター用伸縮継手は、メーターの下流に取り付けること。 

(6) メーターの上流側にサービスバルブ（止水せん）を取り付けること。 

 

工事の施行方法等 

受水タンク以下にメーターを設置する場合における受水タンク以下の装置

の施工の手続き及び方法は、給水装置工事に準じて行うものとする。 

修繕 

受水タンク以下の装置の修繕は、給水装置は指定工事店に、附属電気設備

等については、施工業者にそれぞれ使用者又は所有者が委託して行うものと

する。（本町はこれを行わない。） 

その他の必要事項 

この基準に定めるもののほか、受水タンク以下の装置の構造及び材質は、

給水装置の構造及び材料に準ずるものを使用することを適当とする。 
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１１ 消防法施行令及び消防法施行規則の 

改正に伴う特定施設水道連結型スプ 

リンクラー設備の運用について 

（厚生労働省健康局水道課⾧通知） 
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健 水 発 第 122 1 0 02号  

平成１９年１２月２１日  

 

各厚生労働大臣認可水道事業者 殿  

 

厚生労働省健康局水道課長  

 

消防法施行令及び消防法施行規則の改正に伴う特定施設水道連結型スプリンクラ

ー設備の運用について  

 

消防法施行令の一部を改正する政令（平成19年政令第179号。以下「改正令」とい

う。）及び消防法施行規則の一部を改正する省令（平成19年省令第66号。以下「改

正規則」という。）が平成19年6月13日に公布され、小規模社会福祉施設に対してス

プリンクラー設備の設置が義務づけられ、また、小規模社会福祉施設について特定

施設水道連結型スプリンクラー設備の設置が認められることとなりました。改正令

及び改正規則の施行は平成21年4月1日ですが、防火安全上の観点等から前もって特

定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置を計画する施設が増えてくることが

考えられます。  

つきましては、特定施設水道連結型スプリンクラー設備については水道法第3条

第9項に規定する給水装置に該当するものがありますので、その設置にあたりまし

ては、下記の事項に留意いただきますよう、お願いいたします。  

なお、消防庁より平成19年12月21日付消防予第390号「特定施設水道連結型スプリ

ンクラー設備等に係る当面の運用について」が各都道府県消防主管部長あて通知さ

れているところですので、参考として添付いたします。  

 

記  

 

１ 設置の申込を受ける段階の配慮事項  

設置の申込を受けるにあたっては、以下の事項に配慮すること。  

(1) 特定施設水道連結型スプリンクラー設備の類型としては、別紙1のようなもの

が考えられること。この場合において、特定施設水道連結型スプリンクラー設

備を構成する配管系統の範囲は、水源（消防法施行令（昭和36年政令第37号）

第12条第2項第4号ただし書により必要水量を貯留するための施設を設けない

ものにあっては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管）

からスプリンクラーヘッドまでの部分であること。ただし、配水管が水源であ

り、水道法施行規則第12条の2第2号に掲げる水道メーターが設置されている場

合にあっては、水源から水道メーターまでの部分を除く。  

また、特定施設水道連結型スプリンクラー設備のうち、水道法第3条第9項に

規定する給水装置に直結する範囲（以下、「水道直結式スプリンクラー設備」
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という。）については、水道法の適用を受けること。  

(2) 水道直結式スプリンクラー設備の工事（設置に係るものに限る。）又は整備

は、消防法の規定により必要な事項については消防設備士が責任を負うことか

ら、指定給水装置工事事業者等が消防設備士の指導の下に行うものとし、また、

必要に応じて所管消防署等と打ち合わせを行うよう指導すること。  

(3) 消防法令に基づく水道直結式スプリンクラー設備の設置にあたり、消防設備

士が水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管からスプリ

ンクラーヘッドまでの部分について水理計算等を行うことになるので、水道直

結式スプリンクラー設備を設置しようとする者に対して当該地区の最小動水

圧等配水の状況及び直結給水用増圧ポンプ設備設置の可否について情報提供

すること。  

(4) 水道直結式スプリンクラー設備を設置しようとする者に対して、水道が断水

のとき、配水管の水圧が低下したときなどは正常な効果が得られない旨を確実

に了知させること。  

その際、  

① 災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下等により水道直

結式スプリンクラー設備の性能が十分発揮されない状況が生じても水道事

業者に責任がない。  

② 水道直結式スプリンクラー設備が設置された家屋、部屋を賃貸する場合に

は、①のような条件が付いている旨を借家人等に熟知させる。  

③ 水道直結式スプリンクラー設備の所有者を変更するときは、①及び②の事

項について譲受人に熟知される。  

等を内容とする書面を申込者に交付する方法も考えられること。  

(5) 水道直結式スプリンクラー設備の火災時以外における作動及び火災時の水道

事業にその責を求めることのできない非作動に係る影響に関する責任は、水道

事業者が負わない旨を設置しようとする者に十分説明し、了解を得ること。 

(6) 寒冷地等における凍結防止のための水抜きが行われる地域においては、凍結

防止のための水抜き時にも正常に作動するようなスプリンクラー設備の設置

がなされるよう指導すること。  

２ 設計審査に当たっての配慮事項  

給水装置としての設計審査にあたっては、以下の事項に配慮すること。なお、

消防法令に規定された事項については、消防法に規定された消防設備士が責任を

負い、所管消防署等に届け出ること。  

(1) 当該給水装置を分岐しようとする配水管の給水能力の範囲内で、水道直結式

スプリンクラー設備の正常な作動に必要な水圧、水量が得られるものであるこ

と。  

(2) 水道直結式スプリンクラー設備の設計にあたっては、スプリンクラーヘッド

各栓の放水量は１５L／分（火災予防上支障のある場合にあると認められる場

合にあつては３０L／分）以上の放水量が必要であること。また、スプリンクラ
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ーヘッドが最大４個が同時に開放する場合を想定し設計されることがあるた

め、その際は、合計の放水量は６０L（１２０L）／分以上を確保する必要があ

ること。  

(3) 水道直結式スプリンクラー設備の設計にあたっては、利用者に周知すること

をもって、他の給水用具（水栓等）を閉栓した状態での使用を想定できること。  

(4) 水道直結式スプリンクラー設備は消防法令適合品を使用するとともに、給水

装置の構造及び材質の基準に適合する構造であること。  

(5) 停滞水及び停滞空気の発生しない構造となっていること。  

(6) 結露現象を生じ、周囲（天井等）に影響を与える恐れのある場合は、防露措置

が行われていること。  

３ その他  

(1) 水道直結式スプリンクラー設備の維持管理上の必要事項及び連絡先を見やす

いところに表示するよう指定給水装置工事事業者に指導すること。  

(2) 水道直結式スプリンクラー設備の所有者又は使用者に対し、当該設備を介し

て連結している水栓からの通水の状態に留意し、異常があった場合には、水道

事業者又は設置工事をした者に連絡するよう指導すること。  

(3) ２(1)及び(2)の事項が満たされない場合は、配水管から分岐する給水管口径

の増径、受水槽や増圧ポンプの設置、建築物内装の耐火性を向上させる等の措

置が必要になるので所轄消防署等に相談するよう指導すること。  

(4) 水道直結式スプリンクラー設備の設置台帳を作成する等によりその設置状況

を把握しておくこと。  

(5) 水道直結式スプリンクラー設備の設置にあたり、消防法令で規定された消防

用設備等として必要な事項については、消防法で規定された消防設備士等が所

管消防署等に提出するので、水道利用者からの問い合わせ等に備えて、当該設

備の水圧、水量の設計方法など必要な情報については、各市町村（消防の事務

を処理する一部事務組合等を含む。）から情報を収集すること。 
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１２ 寄附申込書 
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  年  月  日 

 

吉田町長 

 

             住 所 
申請者 

氏 名               印 

   

寄 附 申 込 書 

 

下記に表示する上水道管を寄附したいので、下記のとおり関係書類を添えて申し込みしま

す。 
記 

 

寄附物件 

名     称 上水道配水管 

埋 設 場 所 

路線名： 

 

 

管種・口径 
延長 

 

寄附の条件 寄附物件に関して一切の異議申し立てを致しません。 

添付書類 

位置図・見取図・図面（平面図・断面図） 

 

現場写真・その他法令に基づく承諾書及び許可書の写し 

物件評価額 ￥          （税抜） 
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  年  月  日 

土地占用・使用承諾書 

吉田町長  

 

土地所有者 
住  所 

                  氏  名            ㊞ 

            

次の位置指定道路に布設する水道管（付属設備を含む）について、私の土地を

占用・使用することを承諾します。 

協議書番号  

水道管の 
布設場所 

（位置指定道

路） 

     （別紙図面のとおり） 

 

占用・使用の 
水 道 管 

 

占用・使用期間 水道管が存置する間 

占用・使用料等 無償 

付帯事項 

１ 水道管の維持管理及び布設替工事のため占用・使用す

ること。 
２ 第三者に、この私道（土地）を譲渡する場合は、この

承諾内容を継承すること。 
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１４ 帳票類 
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帳票類目次 

 

１ 給水装置工事申込書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６ 

２ 給水装置工事しゅん工届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７ 

３ 土地使用承諾書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８ 

４ 断水に係る承諾書 ・・・・・・・・・‥・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０ 

５ 給水装置工事設計変更（工事中止・申込取消）届・・・・・・・・・・・・・・・８１ 

６ 給水開始申込書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２ 

７ 給水装置の所有者代理人(変更)届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８３ 

８ 給水装置の所有者管理人選定(変更)届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８４ 

９ メーター亡失（毀損）届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５ 

１０ 給水装置使用（廃止・中止）申込書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８６ 

１１ 水道使用者名義変更届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７  

１２ 給水装置継承届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８８ 

１３ 管路活水器等維持管理誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８９ 

１４ 使用予定水量申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９０ 

１５ 水圧調査依頼書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９１ 

１６ 水理計算確認書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９２ 

１７ 直結増圧式給水条件承諾書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９３ 

１８ 小規模貯水槽水道台帳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９４ 

１９ 小規模貯水槽水道変更届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９８ 

２０ 小規模貯水槽水道廃止届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９９ 

２１ 道路占用許可申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００ 

２２ 施錠装置付住宅に係る施錠装置の解除方法（解除方法の変更）届出書 ・・・１０１ 

 

 

 

 



[ここに入力] 

 

 
 

 

様式第１号(第３条関係）

第 (申込者は太枠内記入)

年 月 日

申込者（給水装置の所有者）

〒 －

氏　名 ㊞

1 給水装置工事の申込み及び施行の件

2 工事に関する町納付金納入に関する件

第 号

〒 －

－

□　新設 □　改造 □　修繕 □　撤去

１日 ㎥

□ 直結 □　直結増圧 □　受水槽

地上 階 地下 階

□一般住宅用 □集合住宅用 □営業用 □工場用

□店舗官公庁用 □学校用 □その他（ ）

年 月 日 □ 有 □無

年 月 日 □ 有 □無

㎜× 個 □ 有 □無

□申込者と同じ

年 月 日

メ ー タ ー 検 満

道路使用許可番号

合　　　　　　計 円 メ ー タ ー 番 号

指　定　番　号

摘 要

工 事 期 間 中 の
水 道 使 用 者
(水道料金支払者)

工事しゅん工予定日

同意承諾
関　　係

開 始 予 定 日

メ ー タ ー 口 径

土 地 使 用 承 諾 書

分 岐 承 諾 書

誓 約 書 等

氏名 電話番号

町 納 付 金

区 分 金　　　　額 占 用 許 可 番 号

加 入 分 担 金 円

指 定 給 水 装 置
工 事 事 業 者

住 所

私は、次の指定給水装置工事事業者に、以下の事項を委任し、工事を申し込みます。

給水装置工事 免状交付番号　　　第　　　　　　　　　　　号

主 任 技 術 者

氏 名

事 業 者 名

代 表 者 名

電 話

年度 受付 号

給水装置工事申込書

フリガナ

住　所

吉田町水道事業管理者　様

工 事 場 所 　　

工 事 種 別

使 用 予 定 水 量

給 水 方 式

建 物 階 層

建 築 関 係
建 物 用 途

※ 設計図面については別添のとおり

お 客 様 番 号

住所

円 加 入 分 担 金 番 号

□ その他

工事検査手数料 円 メーター出庫日付

決 済 日

設計審査手数料
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様式第３号(第５条関係）

第 (申込者は太枠内記入)

年 月 日

届出者（指定給水装置工事事業者）

第 号

〒 ―

㊞

給水装置工事主任技術者確認内容

1 給水装置の構造・材質が水道法施行令第６条に適合していること。

確認年月日 　 年 月 日

2 水圧テスト（１.７５MPa・１分間）

確認年月日 年 月 日

免状交付番号 第 号

主任技術者氏名
㊞

〒 ―

電話　　　（　　　　　　）

□　新設 □　修繕 □　撤去

１日 ㎥

□ 直結 □　直結増圧 □ 受水槽

地上 階 地下　　　　 階

□一般住宅用 □集合住宅用 □営業用 　□工場用

□官公庁用 □学校用 □その他（　　　　　　　　　　　　）

年 月 日 □有 □無

年 月 日 □有 □無

年 月 日 □有 □無

年 月 日 ㎜ × 個

摘要

※完成図面については別添のとおり

年度 受付 号

給水装置工事しゅん工届

　

工 事 申 込 日

住 所

電 話

指 定 番 号

氏　　　　　　名

使 用 予 定 水 量

給 水 方 式

建 築 関 係

工 事 場 所

吉田町水道事業管理者　様

開 始 日

住　　　　　　所

事 業 者 名

代 表 者 名

フ　リ　ガ　ナ

建 物 用 途

建 物 階 層

同意承諾
関　　係

□　改造

希 望 日 時

検 査 日 時 月　　　日　　　時 決 済 日

土 地 使 用 承 諾 書

分 岐 承 諾 書

誓 約 書 等

お客様番号

給水装置の
所有者

（申込者）

設 計 変 更 日 メーター口径

工 事 し ゅ ん 工 日

工 事 種 別

工　事
検　査
（審査）

月　　　日　　　時 検 査 者

年　　 　月　 　　日
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土 地 使 用 承 諾 書 
 

  年  月  日 

 
吉田町水道事業管理者 
吉田町長       殿 

 

 

住所 
工事申請者（甲） 

氏名            印 

 
 

住所 
土地所有者（乙） 

氏名          印 

 

この度、甲が             の給水装置工事を施工するにあた

り、乙は下記の土地の使用を承諾するとともに、甲・乙双方において下記の事

項を厳守致します。 

 
記 

 

１ 乙所有の         地内において甲の給水管で漏水、または給水

管の移設・撤去等問題が生じた場合には、双方で協議の上、個人の負担により速

やかに解決すること。 

 

２ 今回の給水装置工事に係る土地、建物を売買等（相続等も含む）する場合に

は次の所有者に上記事項を契約書に明記し引き継ぐこと。また賃借をした場合

には、使用者に必要事項を伝えること。 
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土 地 使 用 承 諾 書 
  年  月  日 

 
吉田町水道事業管理者  
吉田町長       殿 
 

              住所 
工事申請者（甲） 

氏名  □ □ □ □  印  
印 

 
 

住所 
土地所有者（乙） 

氏名  ■ ■ ■ ■ 印 

 

この度、甲が吉田町○○△△△△－△  の給水装置工事を施工するにあた

り、乙は下記の土地の使用を承諾するとともに、甲・乙双方において下記の事

項を厳守致します。 

 
記 

 

１ 乙所有の●●▲▲▲▲－▲ 地内において甲の給水管で漏水、または給水

管の移設・撤去等問題が生じた場合には、双方で協議の上、個人の負担により速

やかに解決すること。 

２ 今回の給水装置工事に係る土地、建物を売買等（相続等も含む）する場合に

は次の所有者に上記事項を契約書に明記し引き継ぐこと。また賃借した場合に

は、使用者に必要事項を伝えること。 

 

※ 必ず本人の自筆での 
署名・捺印をお願い致します。 
 また、法人等の場合は社印に 
よる捺印をお願い致します。 

※ 公図を確認の上、乙所有の土

地で給水管の通る番地をすべて

記入してください。 
 

２部作成すること。 
１部は、工事申込者へ渡し、もう１部は、上下水道課へ提出すること。 
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断水に係る承諾書 

 

   年   月   日 
 

吉田町水道事業管理者  

吉田町長       殿 

 

 

 

 水道工事や突発的な漏水事故等が発生し、やむをえず断水する場

合は、 

工事等に協力し異議申し立ていたしません。 

 

上記にて承諾いたします。 

 
 

給水使用者  住 所               
 

氏 名             ㊞ 
 
  

給水申請者  住 所               
 

氏 名              ㊞ 
 
 
 
 

※ 必ず本人の自筆での 
署名・捺印をお願い致します。 
 また、法人等の場合は社印に 
よる捺印をお願い致します。 
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様式第２号（第４条関係） 

 

 

※設計変更図面については、別添のとおり 

 

   年度 受付 第     号 

給水装置工事設計変更（工事中止・申込取消）届 

年  月  日 

 

（届出先） 

 吉田町水道事業管理者  様 

届出者（給水装置工事申込者） 

                 〒 

                 住 所 

                 フリガナ 

                 氏 名               

 

                 電話     （    ） 

 

次のとおり給水装置工事の設計変更（工事中止・申込取消）をしたいので届け出ます。 

 

指定給水装置 

工 事 事 業 者 

住 所 

事 業 者 名 

代  表  者  名 

電 話 

指定番号   第         号 

〒 

 
 

給水装置工事 

主任技術者 

氏 名 

免状交付番号  第        号 

 

 

工 事 場 所  

工 事 種 別 □新設     □改造     □修繕      □撤去 

設計変更の場合 

の 変 更 要 点 
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様式第４号（第８条関係） 

 

給 水 開 始 申 込 書 

年  月  日 

吉田町水道事業管理者  様 

 

水道使用者等 

住  所 

氏  名             

電話番号 

 

次のとおり給水を開始したいので申し込みます。 

給 水 装 置 場 所 
 

給 水 用 途 
 
一般住宅用・集合住宅用・営業用・工場用・官公庁用・学校用・
その他 

給 水 開 始 年 月 日 年  月  日 支払方法 口座・納付 

備      考 
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様式第５号(第９条関係) 

  
 

給水装置の所有者代理人(変更)届 

                              

                             年   月  日 

吉田町水道事業管理者  様 

 

水道使用者等 

住  所 

氏  名            

電話番号 

 

次のとおり給水装置の所有者代理人（変更）を届け出ます。 

給 水 装 置 場 所 
 

お 客 様 番 号  

 

給 水 装 置 の 所 有 者 

住  所 
 
氏  名 
 
電話番号 

給水装置 の所有 者の 

代 理 人 

住  所 
 
氏  名 
 
電話番号 

 

所有者と代理人の関係 

 

 

 

備 考 
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様式第６号(第１０条関係) 

  
   

給水装置の所有者管理人選定(変更)届 

                              

                              年   月  日 

吉田町水道事業管理者  様 

 

 

水道使用者等 

住  所 

氏  名            

電話番号 

 

 

次のとおり給水装置の所有者管理人(変更)を届け出ます。 

給 水 装 置 設 置 場 所  

加 入 戸 数 
       

       戸 

給水装置所有者の代理人 

住  所 
 
氏  名                  ㊞ 
 
電話番号 

所有者と代理人の関係 
 

 

備 考 
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様式第７号（第１１条関係） 

 

メ ー タ ー 亡 失 （ 毀 損 ） 届 

                             年  月  日 

吉田町水道事業管理者  様 

 

                      届 出 者 

                        住  所 

                        氏  名           

                        電話番号 

 

次のとおりメーターを亡失（毀損）したので届け出ます。 

給 水 装 置 設 置 場 所 
 

 

理 由 
 

 

水 道 使 用 者 等 

住  所 

 

氏  名                    ㊞ 

 

電話番号 

 

メ ー タ ー 口 径 
 

 

メ ー タ ー 番 号 
 

 

取 付 年 月 日        年     月     日 
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様式第８号(第１２条関係) 

  

給水装置使用(廃止・中止)申込書 

                               年  月  日  

吉田町水道事業管理者  様 

 

                     届 出 者 

                        住  所 

                        氏  名            

                        電話番号 

      

 次のとおり給水装置の使用を（廃止・中止）したいので申し込みます。 

給 水 装 置 設 置 場 所 番地  

ふ り が な 

水 道 使 用 者 

 

 

連 絡 先 電 話     （   ）    自宅 ・ 勤務先 

給 水 用 途 
一般住宅用・集合住宅用・営業用・工場用・官公庁用・学校用・

その他 

廃 止 ・ 中 止 年 月 日       年    月    日 

転 居 ( 出 ) 先 

〒 

 

 

備 考 

 

 

 

 

（町記入欄） 

廃止時のメーター番号及び口径 第          号       ミリ 

廃 止 時 の 指 針                   ㎥ 

 

備  考 
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様式第１１号（第１２条関係) 
 

水道使用者名義変更届 

                              

                             年   月  日 

吉田町水道事業管理者  様 

 

届 出 者 

住  所 

氏  名            

電話番号 

 

次のとおり水道使用者の名義を変更したいので、届け出ます。 

給 水 装 置 場 所 
 

 

給 水 種 別 
一般住宅用・集合住宅用・営業用・工場用・官公庁用・学校用・
その他 

変 更 年 月 日  

支 払 方 法    口座  ・  納付書 

変 更 理 由  

旧 使 用 者 

転居（出）先住所 

 

氏名                    

 

電話 

新 使 用 者 

住所 

 

氏名                    

 

電話 

備 考  
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様式第１２号(第１２条関係) 
 

給水装置継承届 

                              

                             年   月  日 

吉田町水道事業管理者  様 

 

届 出 者 

住  所 

氏  名            

電話番号 

次の給水装置を       により旧所有者の権利義務を継承したので届け出ます。 

給 水 装 置 場 所 
 

 

給 水 種 別 及 び 番 号 
 
専・共 用栓   第          号 

変 更 年 月 日  

旧 所 有 者 

住所 

 

氏名                    

 

電話 

新 所 有 者 

住所 

 

氏名                    

 

電話 

備 考  

 

（注意） 

１ 本届出書に係る権利関係について、後日利害関係人等から異議の申出があっても、 

 町はその責任を負いません。 
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管路活水器等維持管理誓約書 

（宛先） 

吉田町長 

 

 

管路活水器等を設置するにあたり、次の誓約事項を遵守します。 

 

１ 管路活水器等の維持管理について  

  安全な水を確保するために、定期的に点検を行います。また、修理等が必要になった

場合は速やかに対応し、申込者（所有者）の責任をもって行います。 

 

２ 水質の責任分界点について 

  水質の責任分界点は、管路活水器に入る上流側の水栓までとし、管路活水器等を含む

下流側（建物側）の水質及び設置に伴う一切の責任を申込者（所有者）が負います。 

   

３ 利害関係者からの異議申し立てについて 

  管路活水器等を設置後、設置に関して入居者（使用者）等からの一切の苦情及び問題

の対応は申込者（所有者）の責任で行います。 

 

４ 第三者への譲渡について 

  第三者に譲渡した場合は、新所有者が責任を負うものとします。 

 

 

  年  月  日

 

 

申請者住所  

 

氏   名  
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上下水道課受付  

第     号  

使用予定水量申請書 
   年  月   日 

（宛先） 

吉 田 町 長  

住 所 

申請者  

氏 名 ○印 

次のとおり給水を受けたいので、関係図書を添え申込みいたします。 

給 水 場 所  

使 用 予 定 水 量  

給水 開始予定 年月 日  

給 水 方 式  

建築 ・宅造許 可番 号  

建

設

計

画

内

容 
種 別 

建 設 戸 数 

又 は 床 面 積 

人 口 又 は 従 業 員 

数 ・ 収 容 人 数 
備 考 

住 宅 (戸)(㎡) (人)  

事 務 所 ・ 店 舗    

    

    

    

計    

 

※ 一戸建て一般住宅及び直結給水している共同住宅以外の申込みについて、 

1 日最大使用水量を算出し提出する。 
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第1号様式 

年  月  日 

 

吉田町長    

 

水 圧 調 査 依 頼 書 
3階以上建物への直結式給水を検討したいので、水圧の調査を依頼します。 

調査依頼者 

調査依頼者名 

住 所 

電 話 番 号  

調 査 場 所   

施 主 

氏名又は名称 

住 所 

電 話 番 号  

工期（予定）  

 

給水装置工事の概要 

工 事 種 別  □新設 ・ □改造（既設建物の切替） 

予定給水方式 □直結直圧式（  階）・□直結増圧式（  階） 

建 物 概 要  

□住宅専用     戸 □店舗・事務所等専用建物   

 戸 

□店舗・事務所等併用住宅       戸 

 （内訳：住宅用       戸  店舗・事務所等     戸） 

□公共施等          戸 □その他（          ） 

計画同時使用水量        ℓ/min  計画1日使用水量     ㎥/ｄ 

分岐状況等  配水管等の口径   ㎜(口径50mm以上) 給水管分岐口径  ㎜ 

※事前に水理計算を行い、予定給水方式を吉田町上下水道課給水装置工事設計施工基準に

基づき計画してください。 

 

－以下、吉田町上下水道課記入欄－ 

受 付 番 号  

（回答番号） 
    年度     号 

水 圧 測 定 調 査 
調査の結果、消火栓（No.   ）での水圧は、  MPaとなり

ます。この結果をもとに分岐箇所の水圧を求めて下さい。 

特 記 事 項  
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第３号様式 
年  月  日 

   
吉田町長    
 

水 理 計 算 確 認 書 

 

工 事 場 所      

給水装置工事申込者  

建物（施設）名称  

給 水 方 式 □直結直圧式（  階）、  □直結増圧式（  階） 

計画同時使用水量（ℓ/min） ℓ/min 

計画1日使用水量（㎥/day） ㎥/day 

A 
給水水圧（MPa）（回答番号   年度   号の結果を元に

算出） 
MPa 

B 直結加圧形ポンプユニットの全揚程（MPa） MPa 

C 給水装置の総所要水圧（MPa）※高さによる損失を含む MPa 

D 末端水栓の余裕水圧（MPa）      D＝A+B－C MPa 

 

 

 

上記のとおり、水理計算により支障なく給水が可能であることを確認しましたので、本確認書を提出し

ます。 

水理計算確認者 
給水装置工事主任技術者 
免状交付番号 第       号 
氏    名                 印 

指定給水装置工事事業者 

指 定 番 号 第       号 
事 業 者 名 
代 表 者                 印 
電 話 
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年  月  日 

□直結増圧式給水（□新設建物・□既設建物） 
（宛先） 

吉田町長   

 

給水装置設置場所  
 
 

  

給水装置設置者 

(所有者)の住所・氏名 

住所 

電話番号 

氏名                    印 

建物管理者（管理人） 

の住所・氏名 

住所 

電話番号   

氏名                    印 

水栓番号 

※新設番号は吉田町で記入 

  －    ～  －    、  －    ～  －     

  －    ～  －    、  －    ～  －     

  －    ～  －    、  －    ～  －     

（法人の場合は、名称・代表者の氏名） 

標記の給水方式による給水のために、下記の条件を承諾します。 

記 
１ 使用者等への周知 

次の事項を理解し使用者等に周知させるとともに、給水についての異議・申し立てを吉田町に一切いたしません。 

（１）直結増圧給水方式 

 ア 停電・故障、制限給水時、事故時、水道施設の工事等による、一時的な水圧低下に伴う上層階での断水や出水不

良が生じた場合は、共用の直圧給水栓を使用します。また、その際に損害が生じても吉田町に責任を問いません。 

 イ 水道施設の工事等に伴う断・濁水に対応するため増圧給水設備の操作及びメンテナンスを必要とするときは給水

装置設置者（所有者）又は建物管理者（管理人）の責任で行います。 

 ウ 増圧給水設備及び逆流防止装置の機能を適正に保つため、年1回以上の定期点検など必要な維持管理を行います。 

２ 水道メーター取替時の措置 

  計量法に基づく水道メーターの取替え及び水道メーターの異常等による取替えにあたって、吉田町に協力し断水す

ることを承諾します。 

３ 共通事項 

（１）受水槽式のような水の貯留機能がないため、吉田町が行う配水管工事等において断水となった場合、水の使用が

できなくなることを承諾します。 

（２）上記給水方式に起因して逆流又は漏水が発生し、吉田町若しくは、その他の使用者等に損害を与えた場合は、責

任を持って補償します。 

（３）給水装置設置者（所有者）又は建物管理者（管理人）を変更するときは、吉田町へ届け出ると共に、変更後の給

水装置設置者（所有者）又は建物管理者（管理人）にこの条件承諾書を継承します。 

（４）既設の受水槽下流側の給水設備を使用した場合、これに起因する漏水等の事故について、給水装置設置者（所有

者）又は使用者等の責任において解決するとともに、水道局の指示に従い速やかに改善します。 

（５）オートロック式施錠装置等により、メーター設置場所への立ち入りに制限を設ける場合は、各戸メーターの検針

や取替え等、吉田町の業務が支障なく行えるよう、当該施錠装置の解錠方法を「施錠装置付共同住宅に係る施錠装置の

解錠方法（解錠方法の変更）届出書」により管理者に届け出ます。 

（６）上記各項の他、吉田町上下水道事業給水条例及び同施行規程を遵守します。 

（７）上記各項の誓約事項を使用者等に熟知させ、上記給水方式に起因する紛争等については当事者間で解決し、吉田

町に一切迷惑をかけません。 

（注意） 氏名については、署名又は記名押印してください。この場合において、署名については必ず本人が自署して

ください。 

条 件 承 諾 書 
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工事受付番号         年度             号 

整 理 

番 号 

 

〈案内図〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 住宅明細図を貼付のこと 

<小規模貯水槽水道の概要図>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記 載 例） 

高置水槽（３㎥） 

給
水 ３F 

 

２F 

 

１F 

 

BF 

 
第１受水槽  第２受水槽 

 （25 ㎥）  （15 ㎥） 

○ ３頁の記入上の注意を読んで御記入下さい。 
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小規模貯水槽水道台帳 

設 

置 

施 

設
（
建 

物
） 

名 称  

所在地（番地）  

建 設 年 月 年       月   （増改築      年） 

用        途（○印） 規         模 

ア 共同住宅  イ 個人住宅 

ウ 病院・診療所  エ 事務所  オ 店舗 

カ 学校  キ 工場  ク 旅館 

ケ 娯楽施設 コ その他（   ） 

棟 数          棟 

延床面積         ㎡ 

地 上   階、地 下  階 

特 記 事 項  

設 

置 

者 

氏 名 ○印  ○印  

住 所   

連 絡 （ T E L ）   

（
委
託
を
含
む
） 

 

担

 

当

 
者 

維

持

管

理 

氏 名 ○印  ○印  

職 名 

（設置者との関係） 

  

連 絡 （ T E L ）   

受 
 

水 
 

槽 

設 置 年 月   年  月 水道名  

消防用貯水池との兼用の有無 有  無 し尿浄化槽との距離   ｍ 

設置場所（○印）      規模 ※５ 材質（○印） 

ア屋内、イ屋外 総容量 有効容量 ア．鉄筋コンクリート 

（建築躯体利用、その他） 

イ．鋼板 

ウ．ステンレス鋼板 

エ．FRP（プラスチック） 

オ．その他（                 ） 

ア地上、イ地下    ㎥ 

 

 

合計 

    ㎥ 

 

 

合計 

ア脚付、イ脚無 

 

特 記 事 項 

 

※３ 

※４ 
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高

置

水

槽 

設 置 年 月      年    月 

設置場所（○印） 規    模 材   質（○印） 

ア．屋上露出 

イ．高置水槽室内 

ウ．地盤より架台にて支持 

エ．その他（    ） 

 

総容量 有効容量 ア．コンクリート 

イ．鋼板 

ウ．ステンレス鋼板 

エ．FRP（プラスチック） 

オ．その他（       ） 

  ㎥ 

 

合 計   

㎥ 

  ㎥ 

 

合 計   

㎥ 

特記事項  

そ 
 

の 
 

他 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」によ

る特定建築物」で 

ア．ある 

イ．ない 

水道水以外の予備水源等 
ア．井戸 イ．湧水 ウ．その他（     ）  

エ．無 

防錆剤使用の有無及び薬剤名 ア．有（             ） イ．無 

備 
 
 

考 
 
 

欄 

 

記 

入 

上 

の 

注 

意 

※ １ 小規模貯水槽水道が設置されている建物の名称を記入する。（例○○マン

ション、○○小学校） 

※ ２ 当該小規模貯水槽水道が給水している建物の棟数を記入すること。 

※ ３ 設置者とは建物の所有者と同一です。ただし、建物が複数の者による共

同所有の場合は、氏名欄に（代表者）と加えること。 

※ ４ 小規模貯水槽水道の維持管理を担当する者を記入すること。 

※ ５ 受水槽が複数の場合は、槽毎の数値と合計量を記入すること。 
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記     録     簿 

貯 水 槽 の 清 掃 検       査 

年 月 日 特 記 事 項 年 月 日 特 記 事 項 
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様式第２号 

 

   年    月    日     

    

  吉田町水道事業管理者 

  吉田町長            様 

 

 

住 所 

氏 名             ○印  

電 話（      ）     － 

 

 

小規模貯水槽水道変更届 
 

 

       小規模貯水槽水道について、下記のとおり変更したので届け出ます。 

 

記 

   １ 施設の所在地 

       名 称 

 

   ２ 変更年月日 

                       年    月    日 

 

   ３ 変更事項 

新 
 

旧 
 

       

   ４ 変更理由 

 

※ 必要に応じて、図面等その他必要な書類を添付すること。 

※ 貯水槽の構造変更を伴う場合は、小規模貯水槽台帳（様式第１号）を添付すること。 
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様式第３号 

 

   年    月    日     

      

吉田町水道事業管理者 

吉田町長            様 

 

 

住 所 

氏 名               ○印  

電 話（      ）     － 

 

 

 

小規模貯水槽水道廃止届 
 

 

       小規模貯水槽水道について、下記のとおり廃止したので届け出ます。 

 

記 

 

      １ 施設の所在地 

           名 称 

 

      ２ 廃止年月日 

                  平成    年    月    日 

 

      ３ 廃止理由 
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施錠装置付共同住宅に係る施錠装置の 

解錠方法（解錠方法の変更）届出書 
 

   年    月    日 

 

 

吉田町長    

 

              届 出 者   住     所 

（管理人等）  氏     名 

                                            法人の場合は、 

                                            名称・代表者の氏名                           

                                      電話番号     （        ） 

 

次の共同住宅等に係る施錠装置の解錠方法（解錠方法の変更）について届出します。 

 

所 在 地    

建 物 の 名 称                                              （        階建） 

解 除 方 法 

 

（該当する項目を〇で囲み必要事項を記入してください。） 

 

１   Ｉ Ｄ（暗証）番号   

 

２  キーボックス番号 

 

３  管理人が対応         常駐 ・ 巡回 

 

４  居住者が対応       棟        号室  （℡    －         ） 

 

５  その他（管理人等）                   （℡    －         ） 

 

※この届出は、各戸メーターの検針や取替え等、吉田町の業務が支障なく行えるよう、

当該施錠装置の解除方法を提出していただくものです。 
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手数料・加入分担金算出 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この基準は、令和３年１月４日から施行する。 

   

２ この基準施行の際、現に承認されている給水装置工事については、この基準の規定

にかかわらず、従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


